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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駐車場の路面に設置された路面標示に含まれる線状の表示の向きを示す絶対方位および
絶対位置を特定可能な駐車場データを取得する駐車場データ取得部と、
　車両の周辺の状況を撮像する車載カメラによって得られる画像データを取得する画像デ
ータ取得部と、
　前記画像データから前記路面標示に関する路面標示データを検出することで、前記画像
データ上における前記車両に対する前記路面標示に含まれる線状の表示の向きを示す相対
方位および相対位置を算出し、算出した前記相対方位および前記相対位置と、前記駐車場
データと、に基づいて、前記車両の実方位および実位置を推定する位置推定部と、を備え
、
　前記駐車場データ取得部は、前記駐車場データとして、前記駐車場内に予め設けられた
駐車領域の境界を示す前記路面標示である区画線の前記絶対方位および前記絶対位置を特
定可能な区画線データと、前記区画線の周辺の領域であって、前記駐車場内における前記
車両の旋回経路の内側の領域に設けられる前記路面標示である、第２線分を含む第２マー
カの前記絶対方位および前記絶対位置を特定可能な第２マーカデータと、の少なくとも一
方を取得し、
　前記位置推定部は、前記車両の旋回時に、前記車両の旋回の内側の状況を表す前記画像
データである内側画像データから前記区画線および前記第２マーカの少なくとも一方に関
するデータを前記路面標示データとして検出することで、前記車両の旋回の内側に存在す
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る前記区画線および前記第２マーカの少なくとも一方の前記相対方位および前記相対位置
を算出し、算出した前記相対方位および前記相対位置と、検出した前記路面標示データに
対応する前記区画線データおよび前記第２マーカデータの少なくとも一方と、に基づいて
、前記車両の前記実方位および前記実位置を推定する、
車両位置推定装置。
【請求項２】
　前記位置推定部は、前記車両の左側方および右側方のうち一方の状況を表す前記画像デ
ータであるサイド画像データから前記路面標示データを検出することで、前記車両の左側
方および右側方のうち一方に存在する前記路面標示の前記相対方位および前記相対位置を
算出する、
　請求項１に記載の車両位置推定装置。
【請求項３】
　前記駐車場データ取得部は、前記駐車場データとして、前記駐車場内に予め設けられた
駐車領域の境界を示す前記路面標示である区画線の前記絶対方位および前記絶対位置を特
定可能な区画線データを取得し、
　前記位置推定部は、前記画像データ上における前記区画線の端部の位置と当該区画線の
向きとを前記路面標示データとして検出することで、前記区画線の前記相対方位および前
記相対位置を算出し、算出した前記相対方位および前記相対位置と、前記区画線データと
、に基づいて、前記車両の前記実方位および前記実位置を推定する、
　請求項１に記載の車両位置推定装置。
【請求項４】
　前記位置推定部は、前記画像データ上における前記区画線のうち、当該区画線によって
開口部を持って区画された前記駐車領域の前記開口部側の端部の位置と、当該端部を含ん
だ前記区画線の延びる方向とを、前記路面標示データとして検出する、
　請求項３に記載の車両位置推定装置。
【請求項５】
　前記位置推定部は、前記画像データ上における前記区画線の前記端部を構成する縁部の
中心点の位置と、当該端部を含んだ前記区画線の延びる方向とを、前記路面標示データと
して検出する、
　請求項３に記載の車両位置推定装置。
【請求項６】
　前記駐車場データ取得部は、前記駐車場データとして、前記駐車場内における前記車両
の走行経路の周辺に予め設けられた前記路面標示である、第１線分を含む第１マーカの前
記絶対方位および前記絶対位置を特定可能な第１マーカデータを取得し、
　前記位置推定部は、前記画像データ上における前記第１マーカの位置と当該第１マーカ
に含まれる前記第１線分の向きとを前記路面標示データとして検出することで、前記車両
に対する前記第１マーカの前記相対方位および前記相対位置を算出し、算出した前記相対
方位および前記相対位置と、前記第１マーカデータと、に基づいて、前記車両の前記実方
位および前記実位置を推定する、
　請求項１に記載の車両位置推定装置。
【請求項７】
　前記位置推定部は、前記画像データ上の第１座標系における前記路面標示の方位および
位置を示す第１の値を前記路面標示データとして検出し、当該第１の値を前記車載カメラ
に対応した第２座標系における第２の値に変換し、当該第２の値を前記車両に対応した第
３座標系における第３の値に変換することで、当該第３の値を、前記車両に対する前記路
面標示の前記相対方位および前記相対位置として算出する、
　請求項１に記載の車両位置推定装置。
【請求項８】
　駐車場の路面に設置された路面標示に含まれる線状の表示の向きを示す絶対方位および
絶対位置を特定可能な駐車場データを取得する駐車場データ取得部と、
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　車両の周辺の状況を撮像する車載カメラによって得られる画像データを取得する画像デ
ータ取得部と、
　前記画像データから前記路面標示に関する路面標示データを検出することで、前記画像
データ上における前記車両に対する前記路面標示に含まれる線状の表示の向きを示す相対
方位および相対位置を算出し、算出した前記相対方位および前記相対位置と、前記駐車場
データと、に基づいて、前記車両の実方位および実位置を推定する位置推定部と、を備え
、
　前記位置推定部は、前記車両の前記実方位および前記実位置の前回の推定結果と、オド
メトリに基づく前記車両の前記実方位および前記実位置の変化量と、に基づく前記車両の
前記実方位および前記実位置の推定値と、前記路面標示の前記相対方位および前記相対位
置と、に基づいて、前記路面標示の計算上の絶対方位および絶対位置を算出し、当該計算
上の絶対位置の周辺に対応し、かつ絶対位置に一定以上のレベルで近い部分データを前記
駐車場データから抽出し、前記計算上の絶対方位および絶対位置と、前記部分データに基
づく前記絶対方位および前記絶対位置と、の差分に基づいて、前記車両の前記実方位およ
び前記実位置の推定値を補正し、補正結果に基づいて、前記車両の前記実方位および前記
実位置を推定する、
車両位置推定装置。
【請求項９】
　前記位置推定部は、前記計算上の絶対方位と前記部分データに基づく前記絶対方位とが
一致するように前記実方位の推定値を補正した後に、前記計算上の絶対位置と前記部分デ
ータに基づく前記絶対位置とが一致するように前記実位置の推定値を補正する、
　請求項８に記載の車両位置推定装置。
【請求項１０】
　駐車場の路面に設置された複数の路面標示のそれぞれの絶対位置に関する情報を含む駐
車場データを取得する駐車場データ取得部と、
　車両の周辺の状況を撮像する車載カメラによって得られる撮像画像の画像データを取得
する画像データ取得部と、
　前記画像データから前記複数の路面標示のうち少なくとも２つの路面標示に関する路面
標示データを検出することで、前記画像データ上における前記車両に対する前記少なくと
も２つの路面標示の相対位置を算出し、算出した前記相対位置と、前記駐車場データと、
に基づいて、前記車両の実位置を推定する位置推定部と、を備え、
　前記位置推定部は、前記車両の前記実位置の前回の推定結果と、オドメトリに基づく前
記車両の前記実位置の変化量と、に基づく前記車両の前記実位置の推定値と、前記少なく
とも２つの路面標示の前記相対位置と、に基づいて、前記少なくとも２つの路面標示の計
算上の絶対位置を算出し、当該計算上の絶対位置の周辺に対応し、かつ絶対位置に一定以
上のレベルで近い部分データを前記駐車場データから抽出し、前記計算上の絶対位置と、
前記絶対位置と、の差分に基づいて、前記車両の前記実位置の推定値を補正し、補正結果
に基づいて、前記車両の実位置を推定する、
車両位置推定装置。
【請求項１１】
　駐車場の路面に設置された複数の路面標示のそれぞれの絶対位置に関する情報を含む駐
車場データを取得する駐車場データ取得部と、
　車両の周辺の状況を撮像する車載カメラによって得られる撮像画像の画像データを取得
する画像データ取得部と、
　前記画像データから前記複数の路面標示のうち少なくとも２つの路面標示に関する路面
標示データを検出することで、前記画像データ上における前記車両に対する前記少なくと
も２つの路面標示の相対位置を算出し、算出した前記相対位置と、前記駐車場データと、
に基づいて、前記車両の実位置を推定する位置推定部と、を備え、
　前記駐車場データ取得部は、前記駐車場データとして、前記駐車場内に予め設けられた
駐車領域の境界を示す前記路面標示である区画線の前記絶対位置を特定可能な区画線デー
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タと、前記区画線の周辺の領域であって、前記駐車場内における前記車両の旋回経路の内
側の領域に設けられる前記路面標示である、第２線分を含む第２マーカの前記絶対位置を
特定可能な第２マーカデータと、の少なくとも一方を取得し、
　前記位置推定部は、前記車両の旋回時に、前記車両の旋回の内側の状況を表す前記画像
データである内側画像データから前記区画線および前記第２マーカの少なくとも一方に関
するデータを前記路面標示データとして検出することで、前記車両の旋回の内側に存在す
る前記区画線および前記第２マーカの少なくとも一方の相対位置を算出し、算出した前記
相対位置と、検出した前記路面標示データに対応する前記区画線データおよび前記第２マ
ーカデータの少なくとも一方と、に基づいて、前記車両の前記実位置を推定する、
車両位置推定装置。
【請求項１２】
　前記位置推定部は、前記車両の左側方の状況を表す前記画像データである左サイド画像
データから、前記複数の路面標示のうち前記車両の左側方に存在する少なくとも１つの第
１路面標示の第１位置を前記路面標示データとして検出するとともに、前記車両の右側方
の状況を表す前記画像データである右サイド画像データから、前記複数の路面標示のうち
前記車両の右側方に存在する少なくとも１つの第２路面標示の第２位置を前記路面標示デ
ータとして検出することで、前記第１路面標示および前記第２路面標示の前記相対位置を
算出する、
　請求項１０または１１に記載の車両位置推定装置。
【請求項１３】
　前記位置推定部は、前記車両の左側方および右側方のうち一方の状況を表す前記画像デ
ータであるサイド画像データから前記少なくとも２つの路面標示のそれぞれの位置を前記
路面標示データとして検出することで、前記車両の左側方および右側方のうち一方に存在
する前記少なくとも２つの路面標示の前記相対位置を算出する、
　請求項１０または１１に記載の車両位置推定装置。
【請求項１４】
　前記駐車場データ取得部は、前記駐車場データとして、前記駐車場内に予め設けられた
駐車領域の境界を示す前記路面標示である複数の区画線の端部の前記絶対位置を特定可能
な区画線データを取得し、
　前記位置推定部は、前記画像データ上における前記複数の区画線のうち少なくとも２つ
の区画線の端部の位置を前記路面標示データとして検出することで、前記少なくとも２つ
の区画線の前記相対位置を算出し、算出した前記相対位置と、前記区画線データと、に基
づいて、前記車両の前記実位置を推定する、
　請求項１０または１１に記載の車両位置推定装置。
【請求項１５】
　前記位置推定部は、前記画像データ上における前記少なくとも２つの区画線のうち、当
該区画線によって開口部を持って区画された前記駐車領域の前記開口部側の端部の位置を
前記路面標示データとして検出する、
　請求項１４に記載の車両位置推定装置。
【請求項１６】
　前記位置推定部は、前記画像データ上における前記少なくとも２つの区画線の前記端部
を構成する縁部の中心点の位置を前記路面標示データとして検出する、
　請求項１４に記載の車両位置推定装置。
【請求項１７】
　前記駐車場データ取得部は、前記駐車場データとして、駐車場内に予め設けられた駐車
領域の境界を示す前記路面標示である複数の区画線の端部の前記絶対位置を特定可能な区
画線データと、前記駐車場内における前記車両の走行経路の周辺に予め設けられた複数の
マーカの前記絶対位置を特定可能なマーカデータと、を取得し、
　前記位置推定部は、前記複数の区画線のうち少なくとも２つか、前記複数のマーカのう
ち少なくとも２つか、または、前記複数の区画線および前記複数のマーカのうち少なくと
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も１つずつに関する前記路面標示データを検出することで、前記車両の前記実位置を推定
する、
　請求項１０または１１に記載の車両位置推定装置。
【請求項１８】
　前記位置推定部は、前記画像データ上の第１座標系における前記少なくとも２つの路面
標示の位置を示す第１の値を前記路面標示データとして検出し、当該第１の値を前記車載
カメラに対応した第２座標系における第２の値に変換し、当該第２の値を前記車両に対応
した第３座標系における第３の値に変換することで、当該第３の値を、前記車両に対する
前記少なくとも２つの路面標示の前記相対位置として算出する、
　請求項１０または１１に記載の車両位置推定装置。
【請求項１９】
　車両に搭載される車両制御装置であって、
　駐車場内における自動走行を実現するように前記車両の走行状態を制御する走行制御部
と、
　前記駐車場の路面に設置された路面標示に含まれる線状の表示の向きを示す絶対方位お
よび絶対位置を特定可能な駐車場データを取得する駐車場データ取得部と、
　前記車両の周辺の状況を撮像する車載カメラによって得られる画像データを取得する画
像データ取得部と、
　前記自動走行の実施中に、前記画像データから前記路面標示に関する路面標示データを
検出することで、前記画像データ上における前記車両に対する前記路面標示に含まれる線
状の表示の向きを示す相対方位および相対位置を算出し、算出した前記相対方位および前
記相対位置と、前記駐車場データと、に基づいて、前記車両の実方位および実位置を推定
する位置推定部と、
　を備え、
　前記駐車場データ取得部は、前記駐車場データとして、前記駐車場内に予め設けられた
駐車領域の境界を示す前記路面標示である区画線の前記絶対方位および前記絶対位置を特
定可能な区画線データと、前記区画線の周辺の領域であって、前記駐車場内における前記
車両の旋回経路の内側の領域に設けられる前記路面標示である、第２線分を含む第２マー
カの前記絶対方位および前記絶対位置を特定可能な第２マーカデータと、の少なくとも一
方を取得し、
　前記位置推定部は、前記車両の旋回時に、前記車両の旋回の内側の状況を表す前記画像
データである内側画像データから前記区画線および前記第２マーカの少なくとも一方に関
するデータを前記路面標示データとして検出することで、前記車両の旋回の内側に存在す
る前記区画線および前記第２マーカの少なくとも一方の前記相対方位および前記相対位置
を算出し、算出した前記相対方位および前記相対位置と、検出した前記路面標示データに
対応する前記区画線データおよび前記第２マーカデータの少なくとも一方と、に基づいて
、前記車両の前記実方位および前記実位置を推定する、
車両制御装置。
【請求項２０】
　車両に搭載される車両制御装置であって、
　駐車場内における自動走行を実現するように前記車両の走行状態を制御する走行制御部
と、
　前記駐車場の路面に設置された複数の路面標示のそれぞれの絶対位置に関する情報を含
む駐車場データを取得する駐車場データ取得部と、
　前記車両の周辺の状況を撮像する車載カメラによって得られる撮像画像の画像データを
取得する画像データ取得部と、
　前記自動走行の実施中に、前記画像データから前記複数の路面標示のうち少なくとも２
つの路面標示に関する路面標示データを検出することで、前記画像データ上における前記
車両に対する前記少なくとも２つの路面標示の相対位置を算出し、算出した前記相対位置
と、前記駐車場データと、に基づいて、前記車両の実位置を推定する位置推定部と、
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　を備え、
　前記位置推定部は、前記車両の前記実位置の前回の推定結果と、オドメトリに基づく前
記車両の前記実位置の変化量と、に基づく前記車両の前記実位置の推定値と、前記少なく
とも２つの路面標示の前記相対位置と、に基づいて、前記少なくとも２つの路面標示の計
算上の絶対位置を算出し、当該計算上の絶対位置の周辺に対応した部分データを前記駐車
場データから抽出し、前記計算上の絶対位置と、前記絶対位置と、の差分に基づいて、前
記車両の前記実位置の推定値を補正し、補正結果に基づいて、前記車両の実位置を推定す
る、
車両制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、車両位置推定装置および車両制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、駐車場内の所定の降車領域で車両から乗員が降車した後、所定の指示に応じて車
両が降車領域から空きの駐車領域へ自動で移動して駐車する自動駐車と、当該自動駐車が
完了した後、所定の呼び出しに応じて車両が駐車領域から出庫して所定の乗車領域へ自動
で移動して停車する自動出庫と、を含む自動バレー駐車を実現するための技術が検討され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－４１３４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような自動バレー駐車などといった、自動走行が前提となる技術においては、自
動走行中における車両の現在位置を正確に把握することが重要となる。この点に関して、
従来から、車輪速センサなどの検出値を用いて車両の現在位置を推定する手法（いわゆる
オドメトリ）が知られている。しかしながら、この手法においては、車両の移動距離が大
きくなる程、推定結果の誤差が累積されて大きくなっていくため、車両の現在位置を正確
に把握することができない場合がある。
【０００５】
　そこで、実施形態の課題の一つは、車両の現在位置を正確に把握することが可能な車両
位置推定装置および車両制御装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の一例としての車両位置推定装置は、駐車場の路面に設置された路面標示の絶
対方位および絶対位置を特定可能な駐車場データを取得する駐車場データ取得部と、車両
の周辺の状況を撮像する車載カメラによって得られる画像データを取得する画像データ取
得部と、画像データから路面標示に関する路面標示データを検出することで、画像データ
上における車両に対する路面標示の相対方位および相対位置を算出し、算出した相対方位
および相対位置と、駐車場データと、に基づいて、車両の実方位および実位置を推定する
位置推定部と、を備える。
【０００７】
　上記の車両位置推定装置によれば、画像データに基づいて算出される相対位置および相
対方位を利用して特定される計算上の路面標示の位置および方位と、駐車場データに基づ
いて特定される路面標示の（正規の）絶対位置および絶対方位と、のずれを考慮して、車
両の現在位置（実位置）および現在の向き（実方位）を正確に把握することができる。
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【０００８】
　上述した一例としての車両位置推定装置において、位置推定部は、車両の左側方および
右側方のうち一方の状況を表す画像データであるサイド画像データから路面標示データを
検出することで、車両の左側方および右側方のうち一方に存在する路面標示の相対方位お
よび相対位置を算出する。この構成によれば、路面標示が写り込みやすいサイド画像デー
タを利用して、路面標示の相対方位および相対位置を容易に算出することができる。
【０００９】
　また、上述した一例としての車両位置推定装置において、駐車場データ取得部は、駐車
場データとして、駐車場内に予め設けられた駐車領域の境界を示す路面標示である区画線
の絶対方位および絶対位置を特定可能な区画線データを取得し、位置推定部は、画像デー
タ上における区画線の端部の位置と当該区画線の向きとを路面標示データとして検出する
ことで、区画線の相対方位および相対位置を算出し、算出した相対方位および相対位置と
、区画線データと、に基づいて、車両の実方位および実位置を推定する。この構成によれ
ば、駐車領域の境界を示す路面標示として一般的に設けられている区画線を利用して、車
両の実方位および実位置を容易に推定することができる。
【００１０】
　区画線を利用する上述した構成において、位置推定部は、画像データ上における区画線
のうち、当該区画線によって開口部を持って区画された駐車領域の開口部側の端部の位置
と、当該端部を含んだ区画線の延びる方向とを、路面標示データとして検出する。この構
成によれば、区画線のうち駐車領域の開口部側の端部の位置と当該端部を含んだ区画線の
延びる方向とを利用して、車両の実方位および実位置を容易に推定することができる。
【００１１】
　また、区画線を利用する上述した構成において、位置推定部は、画像データ上における
区画線の端部の中心点の位置と、当該端部を含んだ区画線の延びる方向とを、路面標示デ
ータとして検出する。この構成によれば、区画線の端部の中心点の位置と当該端部を含ん
だ区画線の延びる方向とを利用して、車両の実方位および実位置を容易に推定することが
できる。
【００１２】
　また、上述した一例としての車両位置推定装置において、駐車場データ取得部は、駐車
場データとして、駐車場内における車両の走行経路の周辺に予め設けられた路面標示であ
る、第１線分を含む第１マーカの絶対方位および絶対位置を特定可能な第１マーカデータ
を取得し、位置推定部は、画像データ上における第１マーカの位置と当該第１マーカに含
まれる第１線分の向きとを路面標示データとして検出することで、車両に対する第１マー
カの相対方位および相対位置を算出し、算出した相対方位および相対位置と、第１マーカ
データと、に基づいて、車両の実方位および実位置を推定する。この構成によれば、第１
マーカを利用して、車両の実方位および実位置を容易に推定することができる。
【００１３】
　また、上述した一例としての車両位置推定装置において、駐車場データ取得部は、駐車
場データとして、駐車場内に予め設けられた駐車領域の境界を示す路面標示である区画線
の絶対方位および絶対位置を特定可能な区画線データと、区画線の周辺の領域であって、
駐車場内における車両の旋回経路の内側の領域に設けられる路面標示である、第２線分を
含む第２マーカの絶対方位および絶対位置を特定可能な第２マーカデータと、の少なくと
も一方を取得し、位置推定部は、車両の旋回時に、車両の旋回の内側の状況を表す画像デ
ータである内側画像データから区画線および第２マーカの少なくとも一方に関するデータ
を路面標示データとして検出することで、車両の旋回の内側に存在する区画線および第２
マーカの少なくとも一方の相対方位および相対位置を算出し、算出した相対方位および相
対位置と、検出した路面標示データに対応する区画線データおよび第２マーカデータの少
なくとも一方と、に基づいて、車両の実方位および実位置を推定する。この構成によれば
、区画線と第２マーカとの少なくとも一方を利用して、旋回時における車両の実方位およ
び実位置を精度良く推定することができる。
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【００１４】
　また、上述した一例としての車両位置推定装置において、位置推定部は、画像データ上
の第１座標系における路面標示の方位および位置を示す第１の値を路面標示データとして
検出し、当該第１の値を車載カメラに対応した第２座標系における第２の値に変換し、当
該第２の値を車両に対応した第３座標系における第３の値に変換することで、当該第３の
値を、車両に対する路面標示の相対方位および相対位置として算出する。この構成によれ
ば、座標変換により、車両に対する路面標示の相対方位および相対位置を容易に算出する
ことができる。
【００１５】
　また、上述した一例としての車両位置推定装置において、位置推定部は、車両の実方位
および実位置の前回の推定結果と、オドメトリに基づく車両の実方位および実位置の変化
量と、に基づく車両の実方位および実位置の推定値と、路面標示の相対方位および相対位
置と、に基づいて、路面標示の計算上の絶対方位および絶対位置を算出し、当該計算上の
絶対位置の周辺に対応した部分データを駐車場データから抽出し、計算上の絶対位置と、
部分データに基づく絶対方位および絶対位置と、の差分に基づいて、車両の実方位および
実位置の推定値を補正し、補正結果に基づいて、車両の実方位および実位置を推定する。
この構成によれば、駐車場データの全てを利用することなく、部分データを利用して、車
両の実方位および実位置を容易に推定することができる。
【００１６】
　この場合において、位置推定部は、計算上の絶対方位と部分データに基づく絶対方位と
が一致するように実方位の推定値を補正した後に、計算上の絶対位置と部分データに基づ
く絶対位置とが一致するように実位置の推定値を補正する。この構成によれば、車両の実
方位および実位置の推定値を段階的に容易に補正することができる。
【００１７】
　実施形態の他の一例としての車両位置推定装置は、駐車場の路面に設置された複数の路
面標示のそれぞれの絶対位置に関する情報を含む駐車場データを取得する駐車場データ取
得部と、車両の周辺の状況を撮像する車載カメラによって得られる撮像画像の画像データ
を取得する画像データ取得部と、画像データから複数の路面標示のうち少なくとも２つの
路面標示に関する路面標示データを検出することで、画像データ上における車両に対する
少なくとも２つの路面標示の相対位置を算出し、算出した相対位置と、駐車場データと、
に基づいて、車両の実位置を推定する位置推定部と、を備える。
【００１８】
　上記の車両位置推定装置によれば、画像データに基づいて算出される相対位置を利用し
て特定される少なくとも２つの路面標示の計算上の路面標示の位置（およびそれらの位置
関係）と、駐車場データに基づいて特定される当該少なくとも２つの路面標示の（正規の
）絶対位置（およびそれらの位置関係）と、のずれを考慮して、車両の現在位置（実位置
）を正確に把握することができる。
【００１９】
　上述した他の一例としての車両位置推定装置において、位置推定部は、車両の左側方の
状況を表す画像データである左サイド画像データから、複数の路面標示のうち車両の左側
方に存在する少なくとも１つの第１路面標示の第１位置を路面標示データとして検出する
とともに、車両の右側方の状況を表す画像データである右サイド画像データから、複数の
路面標示のうち車両の右側方に存在する少なくとも１つの第２路面標示の第２位置を路面
標示データとして検出することで、第１路面標示および第２路面標示の相対位置を算出す
る。この構成によれば、異なる２種類の画像（左サイド画像データおよび右サイド画像デ
ータ）を利用して、少なくとも２つの路面標示の相対位置を精度良く算出することができ
る。
【００２０】
　また、上述した他の一例としての車両位置推定装置において、位置推定部は、車両の左
側方および右側方のうち一方の状況を表す画像データであるサイド画像データから少なく
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とも２つの路面標示のそれぞれの位置を路面標示データとして検出することで、車両の左
側方および右側方のうち一方に存在する少なくとも２つの路面標示の相対位置を算出する
。この構成によれば、１種類の画像（サイド画像データ）のみを利用して、少なくとも２
つの路面標示の相対位置を容易に算出することができる。
【００２１】
　また、上述した他の一例としての車両位置推定装置において、駐車場データ取得部は、
駐車場データとして、駐車場内に予め設けられた駐車領域の境界を示す路面標示である複
数の区画線の端部の絶対位置を特定可能な区画線データを取得し、位置推定部は、画像デ
ータ上における複数の区画線のうち少なくとも２つの区画線の端部の位置を路面標示デー
タとして検出することで、少なくとも２つの区画線の相対位置を算出し、算出した相対位
置と、区画線データと、に基づいて、車両の実位置を推定する。この構成によれば、駐車
領域の境界を示す路面標示として一般的に設けられている複数の区画線のうち少なくとも
２つを利用して、車両の実位置を容易に推定することができる。
【００２２】
　少なくとも２つの区画線を利用する上述した構成において、位置推定部は、画像データ
上における少なくとも２つの区画線のうち、当該区画線によって開口部を持って区画され
た駐車領域の開口部側の端部の位置を路面標示データとして検出する。この構成によれば
、少なくとも２つの区画線のうち駐車領域の開口部側の端部の位置を利用して、車両の実
位置を容易に推定することができる。
【００２３】
　また、少なくとも２つの区画線を利用する上述した構成において、位置推定部は、画像
データ上における少なくとも２つの区画線の端部の中心点の位置を路面標示データとして
検出する。この構成によれば、少なくとも２つの区画線の端部の中心点の位置を利用して
、車両の実位置を容易に推定することができる。
【００２４】
　また、上述した他の一例としての車両位置推定装置において、駐車場データ取得部は、
駐車場データとして、駐車場内に予め設けられた駐車領域の境界を示す路面標示である複
数の区画線の端部の絶対位置を特定可能な区画線データと、駐車場内における車両の走行
経路の周辺に予め設けられた複数のマーカの絶対位置を特定可能なマーカデータと、を取
得し、位置推定部は、複数の区画線のうち少なくとも２つか、複数のマーカのうち少なく
とも２つか、または、複数の区画線および複数のマーカのうち少なくとも１つずつに関す
る路面標示データを検出することで、車両の実位置を推定する。この構成によれば、複数
の区画線および複数のマーカのうち任意の２つ以上の組み合わせに基づいて、車両の実位
置を容易に推定することができる。
【００２５】
　また、上述した他の一例としての車両位置推定装置において、位置推定部は、画像デー
タ上の第１座標系における少なくとも２つの路面標示の位置を示す第１の値を路面標示デ
ータとして検出し、当該第１の値を車載カメラに対応した第２座標系における第２の値に
変換し、当該第２の値を車両に対応した第３座標系における第３の値に変換することで、
当該第３の値を、車両に対する少なくとも２つの路面標示の相対位置として算出する。こ
の構成によれば、座標変換により、車両に対する少なくとも２つの路面標示の相対位置を
容易に算出することができる。
【００２６】
　また、上述した他の一例としての車両位置推定装置において、位置推定部は、車両の実
位置の前回の推定結果と、オドメトリに基づく車両の実位置の変化量と、に基づく車両の
実位置の推定値と、少なくとも２つの路面標示の相対位置と、に基づいて、少なくとも２
つの路面標示の計算上の絶対位置を算出し、当該計算上の絶対位置の周辺に対応した部分
データを駐車場データから抽出し、計算上の絶対位置と、絶対位置と、の差分に基づいて
、車両の実位置の推定値を補正し、補正結果に基づいて、車両の実位置を推定する。この
構成によれば、駐車場データの全てを利用することなく、部分データを利用して、車両の
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実位置を容易に推定することができる。
【００２７】
　実施形態のさらに他の一例としての車両制御装置は、車両に搭載される車両制御装置で
あって、駐車場内における自動走行を実現するように車両の走行状態を制御する走行制御
部と、駐車場の路面に設置された路面標示の絶対方位および絶対位置を特定可能な駐車場
データを取得する駐車場データ取得部と、車両の周辺の状況を撮像する車載カメラによっ
て得られる画像データを取得する画像データ取得部と、自動走行の実施中に、画像データ
から路面標示に関する路面標示データを検出することで、画像データ上における車両に対
する路面標示の相対方位および相対位置を算出し、算出した相対方位および相対位置と、
駐車場データと、に基づいて、車両の実方位および実位置を推定する位置推定部と、を備
える。
【００２８】
　上記の車両制御装置によれば、画像データに基づいて算出される相対位置および相対方
位を利用して特定される計算上の路面標示の位置および方位と、駐車場データに基づいて
特定される路面標示の（正規の）絶対位置および絶対方位と、のずれを考慮して、自動走
行中における車両の現在位置（実位置）および現在の向き（実方位）を正確に把握するこ
とができる。
【００２９】
　実施形態のさらに他の一例としての車両制御装置は、車両に搭載される車両制御装置で
あって、駐車場内における自動走行を実現するように車両の走行状態を制御する走行制御
部と、駐車場の路面に設置された複数の路面標示のそれぞれの絶対位置に関する情報を含
む駐車場データを取得する駐車場データ取得部と、車両の周辺の状況を撮像する車載カメ
ラによって得られる撮像画像の画像データを取得する画像データ取得部と、自動走行の実
施中に、画像データから複数の路面標示のうち少なくとも２つの路面標示に関する路面標
示データを検出することで、画像データ上における車両に対する少なくとも２つの路面標
示の相対位置を算出し、算出した相対位置と、駐車場データと、に基づいて、車両の実方
位を含む実位置を推定する位置推定部と、を備える。
【００３０】
　上記の車両制御装置によれば、画像データに基づいて算出される相対位置を利用して特
定される少なくとも２つの路面標示の計算上の路面標示の位置（およびそれらの位置関係
）と、駐車場データに基づいて特定される当該少なくとも２つの路面標示の（正規の）絶
対位置（およびそれらの位置関係）と、のずれを考慮して、自動走行中における車両の現
在位置（実位置）を正確に把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、実施形態にかかる自動バレー駐車システムにおける自動駐車の一例を示
した例示的かつ模式的な図である。
【図２】図２は、実施形態にかかる自動バレー駐車システムにおける自動出庫の一例を示
した例示的かつ模式的な図である。
【図３】図３は、実施形態にかかる管制装置のハードウェア構成を示した例示的かつ模式
的なブロック図である。
【図４】図４は、実施形態にかかる車両制御システムのシステム構成を示した例示的かつ
模式的なブロック図である。
【図５】図５は、実施形態にかかる管制装置および車両制御装置の機能を示した例示的か
つ模式的なブロック図である。
【図６】図６は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる現在位
置の推定方法の一例を説明するための例示的かつ模式的な図である。
【図７】図７は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる現在位
置の推定方法の図６とは異なる一例を説明するための例示的かつ模式的な図である。
【図８】図８は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる現在位
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置の推定方法の図６および図７とは異なる一例を説明するための例示的かつ模式的な図で
ある。
【図９】図９は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる現在位
置の推定方法の図６～図８とは異なる一例を説明するための例示的かつ模式的な図である
。
【図１０】図１０は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる現
在位置の推定方法の図６～図９とは異なる一例を説明するための例示的かつ模式的な図で
ある。
【図１１】図１１は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる、
１つの路面標示の相対位置および相対方位の両方を考慮した補正の詳細を説明するための
例示的かつ模式的な図である。
【図１２】図１２は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる、
１つの路面標示の相対位置および相対方位の両方を考慮した補正の詳細を図１１に続いて
説明するための例示的かつ模式的な図である。
【図１３】図１３は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる、
複数の路面標示の相対位置のみを考慮した補正の詳細を説明するための例示的かつ模式的
な図である。
【図１４】図１４は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる、
複数の路面標示の相対位置のみを考慮した補正の詳細を図１３に続いて説明するための例
示的かつ模式的な図である。
【図１５】図１５は、実施形態において自動駐車が実行される場合に管制装置および車両
制御装置が実行する処理の流れを示した例示的かつ模式的なシーケンス図である。
【図１６】図１６は、実施形態において自動出庫が実行される場合に管制装置および車両
制御装置が実行する処理の流れを示した例示的かつ模式的なシーケンス図である。
【図１７】図１７は、実施形態において自動駐車および自動出庫が実行される場合に車両
制御装置が実行する走行制御に含まれる現在位置の推定処理の流れを示した例示的かつ模
式的なフローチャートである。
【図１８】図１８は、実施形態において走行制御が実行される場合に車両制御装置が実行
する路面標示データの検出処理の流れを示した例示的かつ模式的なフローチャートである
。
【図１９】図１９は、実施形態において走行制御が実行される場合に車両制御装置が実行
する現在位置の推定処理の流れを示した例示的かつ模式的なフローチャートである。
【図２０】図２０は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる路
面標示の相対位置および相対方位の特定の詳細を説明するための例示的かつ模式的な図で
ある。
【図２１】図２１は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる路
面標示の相対位置および相対方位の特定の詳細を図２０に続いて説明するための例示的か
つ模式的な図である。
【図２２】図２２は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる車
両の実方位の補正の詳細を説明するための例示的かつ模式的な図である。
【図２３】図２３は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる車
両の実方位の補正の詳細を図２２に続いて説明するための例示的かつ模式的な図である。
【図２４】図２４は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる車
両の実位置の補正の詳細を説明するための例示的かつ模式的な図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、実施形態を図面に基づいて説明する。以下に記載する実施形態の構成、ならびに
当該構成によってもたらされる作用および結果（効果）は、あくまで一例であって、以下
の記載内容に限られるものではない。
【００３３】
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　まず、図１および図２を参照して、実施形態にかかる自動バレー駐車システムの概略に
ついて説明する。ここで、自動バレー駐車システムとは、たとえば白線などといった所定
の区画線Ｌによって開口部（車両Ｖの出入口）が設けられるように区画された１以上の駐
車領域Ｒを有する駐車場Ｐにおいて、以下に説明するような自動駐車および自動出庫を含
む自動バレー駐車を実現するためのシステムである。
【００３４】
　図１は、実施形態にかかる自動バレー駐車システムにおける自動駐車の一例を示した例
示的かつ模式的な図であり、図２は、実施形態にかかる自動バレー駐車システムにおける
自動出庫の一例を示した例示的かつ模式的な図である。
【００３５】
　図１および図２に示されるように、自動バレー駐車においては、駐車場Ｐ内の所定の降
車領域Ｐ１で車両Ｖから乗員Ｘが降車した後、所定の指示に応じて車両Ｖが降車領域Ｐ１
から空きの駐車領域Ｒへ自動で移動して駐車する自動駐車（図１の矢印Ｃ１参照）と、当
該自動駐車が完了した後、所定の呼び出しに応じて車両Ｖが駐車領域Ｒから出庫して所定
の乗車領域Ｐ２へ自動で移動して停車する自動出庫（図２の矢印Ｃ２参照）と、が実行さ
れる。なお、所定の指示および所定の呼び出しは、乗員Ｘによる端末装置Ｔの操作によっ
て実現される。
【００３６】
　また、図１および図２に示されるように、自動バレー駐車システムは、駐車場Ｐに設け
られた管制装置１０１と、車両Ｖに搭載された車両制御システム１０２と、を有している
。管制装置１０１と車両制御システム１０２とは、無線通信によって互いに通信可能に構
成されている。
【００３７】
　ここで、管制装置１０１は、駐車場Ｐ内の状況を撮像する１以上の監視カメラ１０３か
ら得られる画像データや、駐車場Ｐ内に設けられる各種のセンサ（不図示）などから出力
されるデータを受け取ることで駐車場Ｐ内の状況を監視し、監視結果に基づいて、駐車領
域Ｒを管理するように構成されている。以下では、駐車場Ｐ内の状況を監視するために管
制装置１０１が受け取る情報を総称してセンサデータと記載することがある。
【００３８】
　なお、実施形態において、駐車場Ｐにおける降車領域Ｐ１、乗車領域Ｐ２、および駐車
領域Ｒの数や配置などは、図１および図２に示された例に制限されるものではない。実施
形態の技術は、図１および図２に示された駐車場Ｐとは異なる様々な構成の駐車場に適用
可能である。
【００３９】
　次に、図３および図４を参照して、実施形態にかかる管制装置１０１および車両制御シ
ステム１０２の構成について説明する。なお、図３および図４に示される構成は、あくま
で一例であり、実施形態にかかる管制装置１０１および車両制御システム１０２の構成は
、種々に設定（変更）可能である。
【００４０】
　まず、図３を参照して、実施形態にかかる管制装置１０１のハードウェア構成について
説明する。
【００４１】
　図３は、実施形態にかかる管制装置１０１のハードウェア構成を示した例示的かつ模式
的なブロック図である。図３に示されるように、実施形態にかかる管制装置１０１は、Ｐ
Ｃ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）などといった一般的な情報処理装置と同様の
コンピュータ資源を有している。
【００４２】
　図３に示される例において、管制装置１０１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）３０１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０２
と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０３と、通信インターフェ
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ース（Ｉ／Ｆ）３０４と、入出力インターフェース（Ｉ／Ｆ）３０５と、ＳＳＤ（Ｓｏｌ
ｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）３０６と、を有している。これらのハードウェアは、デ
ータバス３５０を介して互いに接続されている。
【００４３】
　ＣＰＵ３０１は、管制装置１０１を統括的に制御するハードウェアプロセッサである。
ＣＰＵ３０１は、ＲＯＭ３０２などに記憶された各種の制御プログラム（コンピュータプ
ログラム）を読み出し、当該各種の制御プログラムに規定されたインストラクションにし
たがって各種の機能を実現する。
【００４４】
　ＲＯＭ３０２は、上述した各種の制御プログラムの実行に必要なパラメータなどを記憶
する不揮発性の主記憶装置である。
【００４５】
　ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１の作業領域を提供する揮発性の主記憶装置である。
【００４６】
　通信インターフェース３０４は、管制装置１０１と外部装置との間の通信を実現するイ
ンターフェースである。たとえば、通信インターフェース３０４は、管制装置１０１と車
両Ｖ（車両制御システム１０２）との間の無線通信による信号の送受信を実現する。
【００４７】
　入出力インターフェース３０５は、管制装置１０１と外部装置との接続を実現するイン
ターフェースである。外部装置としては、たとえば、管制装置１０１のオペレータが使用
する入出力デバイスなどが考えられる。
【００４８】
　ＳＳＤ３０６は、書き換え可能な不揮発性の補助記憶装置である。なお、実施形態にか
かる管制装置１０１においては、補助記憶装置として、ＳＳＤ３０６に替えて（またはＳ
ＳＤ３０６に加えて）、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）が設けられてもよい
。
【００４９】
　次に、図４を参照して、実施形態にかかる車両制御システム１０２のシステム構成につ
いて説明する。
【００５０】
　図４は、実施形態にかかる車両制御システム１０２のシステム構成を示した例示的かつ
模式的なブロック図である。図４に示されるように、車両制御システム１０２は、制動シ
ステム４０１と、加速システム４０２と、操舵システム４０３と、変速システム４０４と
、障害物センサ４０５と、走行状態センサ４０６と、通信インターフェース（Ｉ／Ｆ）４
０７と、車載カメラ４０８と、モニタ装置４０９と、車両制御装置４１０と、車載ネット
ワーク４５０と、を有している。
【００５１】
　制動システム４０１は、車両Ｖの減速を制御する。制動システム４０１は、制動部４０
１ａと、制動制御部４０１ｂと、制動部センサ４０１ｃと、を有している。
【００５２】
　制動部４０１ａは、たとえば、ブレーキペダルなどを含んだ、車両Ｖを減速させるため
の装置である。
【００５３】
　制動制御部４０１ｂは、たとえば、ＣＰＵなどといったハードウェアプロセッサを有し
たコンピュータにより構成されるＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎ
ｉｔ）である。制動制御部４０１ｂは、車両制御装置４１０からの指示に基づいてアクチ
ュエータ（不図示）を駆動し、制動部４０１ａを作動させることで、車両Ｖの減速度合を
制御する。
【００５４】
　制動部センサ４０１ｃは、制動部４０１ａの状態を検出するための装置である。たとえ
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ば、制動部４０１ａがブレーキペダルを含む場合、制動部センサ４０１ｃは、制動部４０
１ａの状態として、ブレーキペダルの位置または当該ブレーキペダルに作用している圧力
を検出する。制動部センサ４０１ｃは、検出した制動部４０１ａの状態を車載ネットワー
ク４５０に出力する。
【００５５】
　加速システム４０２は、車両Ｖの加速を制御する。加速システム４０２は、加速部４０
２ａと、加速制御部４０２ｂと、加速部センサ４０２ｃと、を有している。
【００５６】
　加速部４０２ａは、たとえば、アクセルペダルなどを含んだ、車両Ｖを加速させるため
の装置である。
【００５７】
　加速制御部４０２ｂは、たとえば、ＣＰＵなどといったハードウェアプロセッサを有し
たコンピュータにより構成されるＥＣＵである。加速制御部４０２ｂは、車両制御装置４
１０からの指示に基づいてアクチュエータ（不図示）を駆動し、加速部４０２ａを作動さ
せることで、車両Ｖの加速度合を制御する。
【００５８】
　加速部センサ４０２ｃは、加速部４０２ａの状態を検出するための装置である。たとえ
ば、加速部４０２ａがアクセルペダルを含む場合、加速部センサ４０２ｃは、アクセルペ
ダルの位置または当該アクセルペダルに作用している圧力を検出する。加速部センサ４０
２ｃは、検出した加速部４０２ａの状態を車載ネットワーク４５０に出力する。
【００５９】
　操舵システム４０３は、車両Ｖの進行方向を制御する。操舵システム４０３は、操舵部
４０３ａと、操舵制御部４０３ｂと、操舵部センサ４０３ｃと、を有している。
【００６０】
　操舵部４０３ａは、たとえば、ステアリングホイールやハンドルなどを含んだ、車両Ｖ
の転舵輪を転舵させる装置である。
【００６１】
　操舵制御部４０３ｂは、たとえば、ＣＰＵなどといったハードウェアプロセッサを有し
たコンピュータにより構成されるＥＣＵである。操舵制御部４０３ｂは、車両制御装置４
１０からの指示に基づいてアクチュエータ（不図示）を駆動し、操舵部４０３ａを作動さ
せることで、車両Ｖの進行方向を制御する。
【００６２】
　操舵部センサ４０３ｃは、操舵部４０３ａの状態を検出するための装置である。たとえ
ば、操舵部４０３ａがステアリングホイールを含む場合、操舵部センサ４０３ｃは、ステ
アリングホイールの位置または当該ステアリングホイールの回転角度を検出する。なお、
操舵部４０３ａがハンドルを含む場合、操舵部センサ４０３ｃは、ハンドルの位置または
当該ハンドルに作用している圧力を検出してもよい。操舵部センサ４０３ｃは、検出した
操舵部４０３ａの状態を車載ネットワーク４５０に出力する。
【００６３】
　変速システム４０４は、車両Ｖの変速比を制御する。変速システム４０４は、変速部４
０４ａと、変速制御部４０４ｂと、変速部センサ４０４ｃと、を有している。
【００６４】
　変速部４０４ａは、たとえば、シフトレバーなどを含んだ、車両Ｖの変速比を変更する
ための装置である。
【００６５】
　変速制御部４０４ｂは、たとえば、ＣＰＵなどといったハードウェアプロセッサを有し
たコンピュータにより構成されるＥＣＵである。変速制御部４０４ｂは、車両制御装置４
１０からの指示に基づいてアクチュエータ（不図示）を駆動し、変速部４０４ａを作動さ
せることで、車両Ｖの変速比を制御する。
【００６６】
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　変速部センサ４０４ｃは、変速部４０４ａの状態を検出するための装置である。たとえ
ば、変速部４０４ａがシフトレバーを含む場合、変速部センサ４０４ｃは、シフトレバー
の位置または当該シフトレバーに作用している圧力を検出する。変速部センサ４０４ｃは
、検出した変速部４０４ａの状態を車載ネットワーク４５０に出力する。
【００６７】
　障害物センサ４０５は、車両Ｖの周囲に存在しうる障害物に関する情報を検出するため
の装置である。障害物センサ４０５は、たとえば、障害物までの距離を検出するソナーな
どといった測距センサを含んでいる。障害物センサ４０５は、検出した情報を車載ネット
ワーク４５０に出力する。
【００６８】
　走行状態センサ４０６は、車両Ｖの走行状態を検出するための装置である。走行状態セ
ンサ４０６は、たとえば、車両Ｖの車輪速を検出する車輪速センサや、車両Ｖの前後方向
または左右方向の加速度を検出する加速度センサや、車両Ｖの旋回速度（角速度）を検出
するジャイロセンサなどを含んでいる。走行状態センサ４０６は、検出した走行状態を車
載ネットワーク４５０に出力する。
【００６９】
　通信インターフェース４０７は、車両制御システム１０２と外部装置との間の通信を実
現するインターフェースである。たとえば、通信インターフェース４０７は、車両制御シ
ステム１０２と管制装置１０１との間の無線通信による信号の送受信や、車両制御システ
ム１０２と端末装置Ｔとの間の無線通信による信号の送受信などを実現する。
【００７０】
　車載カメラ４０８は、車両Ｖの周辺の状況を撮像するための装置である。たとえば、車
載カメラ４０８は、車両Ｖの前方、後方、および側方（左右両方）の路面を含む領域を撮
像するように複数設けられる。車載カメラ４０８によって得られた画像データは、車両Ｖ
の周辺の状況の監視（障害物の検出も含む）に使用される。車載カメラ４０８は、得られ
た画像データを車両制御装置４１０に出力する。なお、以下では、車載カメラ４０８から
得られる画像データと、車両制御システム１０２に設けられる上述した各種のセンサから
得られるデータと、を総称してセンサデータと記載することがある。
【００７１】
　モニタ装置４０９は、車両Ｖの車室内のダッシュボードなどに設けられる。モニタ装置
４０９は、表示部４０９ａと、音声出力部４０９ｂと、操作入力部４０９ｃと、を有して
いる。
【００７２】
　表示部４０９ａは、車両制御装置４１０の指示に応じて画像を表示するための装置であ
る。表示部４０９ａは、たとえば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓ
ｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）や、有機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ：Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などによって構成される。
【００７３】
　音声出力部４０９ｂは、車両制御装置４１０の指示に応じて音声を出力するための装置
である。音声出力部４０９ｂは、たとえば、スピーカによって構成される。
【００７４】
　操作入力部４０９ｃは、車両Ｖ内の乗員の入力を受け付けるための装置である。操作入
力部４０９ｃは、たとえば、表示部４０９ａの表示画面に設けられるタッチパネルや、物
理的な操作スイッチなどによって構成される。操作入力部４０９ｃは、受け付けた入力を
車載ネットワーク４５０に出力する。
【００７５】
　車両制御装置４１０は、車両制御システム１０２を統括的に制御するための装置である
。車両制御装置４１０は、ＣＰＵ４１０ａや、ＲＯＭ４１０ｂ、ＲＡＭ４１０ｃなどとい
ったコンピュータ資源を有したＥＣＵである。
【００７６】
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　より具体的に、車両制御装置４１０は、ＣＰＵ４１０ａと、ＲＯＭ４１０ｂと、ＲＡＭ
４１０ｃと、ＳＳＤ４１０ｄと、表示制御部４１０ｅと、音声制御部４１０ｆと、を有し
ている。
【００７７】
　ＣＰＵ４１０ａは、車両制御装置４１０を統括的に制御するハードウェアプロセッサで
ある。ＣＰＵ４１０ａは、ＲＯＭ４１０ｂなどに記憶された各種の制御プログラム（コン
ピュータプログラム）を読み出し、当該各種の制御プログラムに規定されたインストラク
ションにしたがって各種の機能を実現する。
【００７８】
　ＲＯＭ４１０ｂは、上述した各種の制御プログラムの実行に必要なパラメータなどを記
憶する不揮発性の主記憶装置である。
【００７９】
　ＲＡＭ４１０ｃは、ＣＰＵ４１０ａの作業領域を提供する揮発性の主記憶装置である。
【００８０】
　ＳＳＤ４１０ｄは、書き換え可能な不揮発性の補助記憶装置である。なお、実施形態に
かかる車両制御装置４１０においては、補助記憶装置として、ＳＳＤ４１０ｄに替えて（
またはＳＳＤ４１０ｄに加えて）、ＨＤＤが設けられてもよい。
【００８１】
　表示制御部４１０ｅは、車両制御装置４１０で実行される各種の処理のうち、主として
、車載カメラ４０８から得られた画像データに対する画像処理や、モニタ装置４０９の表
示部４０９ａに出力する画像データの生成などを司る。
【００８２】
　音声制御部４１０ｆは、車両制御装置４１０で実行される各種の処理のうち、主として
、モニタ装置４０９の音声出力部４０９ｂに出力する音声データの生成などを司る。
【００８３】
　車載ネットワーク４５０は、制動システム４０１と、加速システム４０２と、操舵シス
テム４０３と、変速システム４０４と、障害物センサ４０５と、走行状態センサ４０６と
、通信インターフェース４０７と、モニタ装置４０９の操作入力部４０９ｃと、車両制御
装置４１０と、を通信可能に接続する。
【００８４】
　ところで、自動バレー駐車システムにおける自動駐車および自動出庫のような自動走行
を実現するためには、自動走行中における車両Ｖの現在位置を正確に把握することが重要
となる。この点に関して、従来から、車輪速センサなどの検出値を用いて車両Ｖの現在位
置を推定する手法（いわゆるオドメトリ）が知られている。しかしながら、この手法にお
いては、車両Ｖの移動距離が大きくなる程、推定結果の誤差が累積されて大きくなってい
くため、車両Ｖの現在位置を正確に把握することができない場合がある。
【００８５】
　そこで、実施形態では、車両制御装置４１０に以下のような機能を持たせることで、自
動駐車および自動出庫における自動走行中に車両Ｖの現在位置を正確に把握することを実
現する。つまり、実施形態において、車両制御装置４１０は、「車両位置推定装置」の一
例である。
【００８６】
　図５は、実施形態にかかる管制装置１０１および車両制御装置４１０の機能を示した例
示的かつ模式的なブロック図である。この図５に示される機能は、ソフトウェアとハード
ウェアとの協働によって実現される。つまり、図５に示される例において、管制装置１０
１の機能は、ＣＰＵ３０１がＲＯＭ３０２などに記憶された所定の制御プログラムを読み
出して実行した結果として実現され、車両制御装置４１０の機能は、ＣＰＵ４１０ａがＲ
ＯＭ４１０ｂなどに記憶された所定の制御プログラムを読み出して実行した結果として実
現される。なお、実施形態では、図５に示される管制装置１０１および車両制御装置４１
０の一部または全部が専用のハードウェア（回路）のみによって実現されてもよい。
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【００８７】
　図５に示されるように、実施形態にかかる管制装置１０１は、機能的構成として、通信
制御部５１１と、センサデータ取得部５１２と、駐車場データ管理部５１３と、誘導経路
生成部５１４と、を有している。
【００８８】
　通信制御部５１１は、車両制御装置４１０との間で実行される無線通信を制御する。た
とえば、通信制御部５１１は、車両制御装置４１０との間で所定のデータを送受信するこ
とで車両制御装置４１０の認証を行ったり、自動駐車および自動出庫が完了した際に車両
制御装置４１０から出力される所定の完了通知を受信したり、後述する駐車場Ｐの地図デ
ータや誘導経路などを必要に応じて車両制御装置４１０に送信したりする。
【００８９】
　センサデータ取得部５１２は、駐車場Ｐ内に設けられる監視カメラ１０３や各種のセン
サ（不図示）などから上述したセンサデータを取得する。センサデータ取得部５１２によ
り取得されるセンサデータ（特に監視カメラ１０３から得られる画像データ）は、たとえ
ば、駐車領域Ｒの空き状況の把握などに使用することが可能である。
【００９０】
　駐車場データ管理部５１３は、駐車場Ｐに関するデータ（情報）を管理する。たとえば
、駐車場データ管理部５１３は、駐車場Ｐの地図データや、駐車領域Ｒの空き状況などを
管理する。たとえば、駐車場データ管理部５１３は、自動駐車が行われる際、空いている
駐車領域Ｒの中から１つの駐車領域Ｒを選択し、選択した１つの駐車領域Ｒを、自動駐車
における車両Ｖの到達目標である目標駐車領域として指定する。また、駐車場データ管理
部５１３は、自動駐車が完了した後に車両Ｖが再び移動して駐車領域Ｒが変更された場合
、センサデータ取得部５１２から取得されるセンサデータに基づいて、変更後の駐車領域
Ｒを特定する。
【００９１】
　誘導経路生成部５１４は、自動駐車および自動出庫が行われる際に車両制御装置４１０
に指示する誘導経路を生成する。より具体的に、誘導経路生成部５１４は、自動駐車が行
われる際においては、降車領域Ｐ１から目標駐車領域へ至る概略的な経路を誘導経路とし
て生成し、自動出庫が行われる際においては、目標駐車領域（自動駐車後に車両Ｖが移動
している場合には車両Ｖが現在駐車している駐車領域Ｒ）から乗車領域Ｐ２へ至る概略的
な経路を誘導経路として生成する。
【００９２】
　一方、図５に示されるように、実施形態にかかる車両制御装置４１０は、機能的構成と
して、通信制御部５２１と、センサデータ取得部５２２と、走行制御部５２３と、位置推
定部５２４と、を有している。
【００９３】
　通信制御部５２１は、管制装置１０１との間で実行される無線通信を制御する。たとえ
ば、通信制御部５２１は、管制装置１０１との間で所定のデータを送受信することで車両
制御装置４１０の認証を行ったり、自動駐車および自動出庫が完了した際に所定の完了通
知を管制装置１０１に送信したり、駐車場Ｐの地図データや誘導経路などを必要に応じて
管制装置１０１から受信したりする。したがって、通信制御部５２１は、駐車場Ｐの地図
データを取得する地図データ取得部として機能する。
【００９４】
　なお、実施形態において、地図データは、たとえば、駐車場Ｐの路面に設置されうる各
種の路面標示（具体例は後述する）の絶対位置を特定するための情報を含んでいる。ここ
で言及している絶対位置は、路面標示が有する方向性（絶対方位）も含みうる概念である
。つまり、路面標示が所定の向き（方向性）を持った線状の標示を含んでいる場合、地図
データからは、路面標示が設けられた絶対位置のみならず、路面標示に含まれる線状の標
示によって表される絶対方位も特定可能である。
【００９５】
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　センサデータ取得部５２２は、車載カメラ４０８によって得られる画像データを取得す
る画像データ取得部の一例であり、当該画像データと、車両制御システム１０２に設けら
れる各種のセンサから出力されるデータと、を含むセンサデータを取得する。センサデー
タ取得部５２２により取得されるセンサデータは、たとえば、管制装置１０１から受信さ
れた誘導経路を基にした実際の走行経路（駐車経路および出庫経路を含む）の生成や、当
該走行経路に沿って実際に走行する際に必要となる各種のパラメータ（車速や舵角、進行
方向など）の設定など、次の走行制御部５２３により実行される車両Ｖの各種の走行制御
に使用することが可能である。
【００９６】
　走行制御部５２３は、制動システム４０１や加速システム４０２、操舵システム４０３
、変速システム４０４などを制御することで、降車領域Ｐ１からの発進制御や、降車領域
Ｐ１から駐車領域Ｒへの走行制御（駐車制御を含む）、駐車領域Ｒから乗車領域Ｐ２への
走行制御（出庫制御を含む）、乗車領域Ｐ２への停車制御などといった、自動駐車および
自動出庫を実現するための各種の走行制御を実行するように、車両Ｖの走行状態を制御す
る。
【００９７】
　位置推定部５２４は、自動駐車および自動出庫における車両Ｖの自動走行中に、上述し
たオドメトリによって車両Ｖの現在位置を推定する。そして、位置推定部５２４は、セン
サデータ取得部５２２により取得される画像データに基づいて、オドメトリによる推定結
果を、その累積誤差をキャンセルするように補正することで、車両Ｖの現在位置（実位置
）を推定する。なお、ここで言及している実位置は、車両Ｖの向き（実方位）も含む概念
である。
【００９８】
　すなわち、実施形態において、位置推定部５２４は、自動走行の実施中に、まず、セン
サデータ取得部５２２により取得される画像データから、車両Ｖの周辺に位置する路面標
示に関する路面標示データを検出することで、画像データ上における車両Ｖに対する路面
標示の相対位置を算出する。そして、位置推定部５２４は、路面標示の相対位置に基づい
て特定される路面標示の計算上の絶対位置と、通信制御部５３１により取得される駐車場
データに基づく路面標示の正規の絶対位置と、の差分に基づいて、オドメトリに基づく推
定結果を補正し、補正後の値を、車両Ｖの現在位置（実位置）の正規の推定値として設定
する。なお、ここで言及している相対位置は、車両Ｖに対する路面標示の相対方位も含み
うる概念である。
【００９９】
　たとえば、実施形態において、位置推定部５２４は、以下に説明する例のように、自動
走行によって車両Ｖが区画線Ｌと交差する方向に走行している場合に、車両Ｖの側方の状
況を表す画像データであるサイド画像データに基づいて、区画線Ｌのうち車両Ｖに近い側
（駐車領域Ｒの開口部側）の端部Ｅの位置と、区画線Ｌの向きと、に関する路面標示デー
タを検出する。そして、位置推定部５２４は、検出した路面標示データに基づいて、車両
Ｖを基準とした区画線Ｌの端部Ｅの位置を表す相対位置と、車両Ｖを基準とした区画線Ｌ
の向きを表す相対方位と、算出する。そして、位置推定部５２４は、算出した区画線Ｌの
相対位置および相対方位と、駐車場Ｐの地図データに基づく区画線Ｌの絶対位置および絶
対方位と、に基づいて、オドメトリに基づく推定結果を補正し、車両Ｖの現在位置（実位
置および実方位）を推定する。
【０１００】
　図６は、実施形態にかかる車両制御装置４１０の位置推定部５２４により実施されうる
現在位置の推定方法の一例を説明するための例示的かつ模式的な図である。図６に示され
る例では、車両Ｖが、当該車両Ｖの左側方に位置する３本の区画線Ｌ６１～Ｌ６３と交差
する方向に走行している。
【０１０１】
　図６に示される例では、車両Ｖの左側部（たとえばサイドミラー）に設けられる車載カ
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メラ４０８の撮像範囲が、区画線Ｌ６２の端部Ｅ６２を含む領域Ａ６１に対応している。
したがって、車両Ｖの左側部に設けられる車載カメラ４０８によって得られるサイド画像
データに対して白線検出処理などの画像認識処理を実施すれば、区画線Ｌ６２の位置およ
び向きに関する路面標示データを検出することができる。そして、検出した路面標示デー
タを利用すれば、車両Ｖを基準とした、区画線Ｌ６２の相対位置（より具体的には区画線
Ｌ６２の端部Ｅの相対位置）と、区画線Ｌ６２の相対方位（より具体的には区画線Ｌ６２
の延びる方向を表す相対方位）と、を算出することができる。そして、算出した相対位置
および相対方位と、オドメトリに基づく車両Ｖの位置および方位の推定結果と、を利用す
れば、区画線Ｌ６２の計算上の絶対位置および絶対方位を特定することができる。
【０１０２】
　ここで、区画線Ｌ６２の計算上の絶対位置（および絶対方位）は、上記のように、オド
メトリに基づく推定結果を利用して特定されるものであるので、オドメトリによる累積誤
差の影響が含まれうる。一方、前述したように、管制装置１０１で管理される駐車場Ｐの
地図データは、路面標示の正規の絶対位置（および絶対方位）を特定するための情報を含
んでいるため、地図データには、路面標示としての区画線Ｌ６２の正規の絶対位置（およ
び絶対方位）を特定するための区画線データが含まれる。
【０１０３】
　そこで、実施形態において、通信制御部５２１は、管制装置１０１から、地図データと
しての区画線データを取得する。そして、位置推定部５２４は、上記の相対位置（相対方
位を含む）に基づいて特定される区画線Ｌ６２の計算上の絶対位置と、区画線データに基
づいて特定される区画線Ｌ６２の正規の絶対位置（絶対方位を含む）と、の差分をとり、
当該差分に基づいて、オドメトリによる推定結果のずれを補正し、補正後の値を、車両Ｖ
の実位置（実方位を含む）として推定する。なお、このような相対位置および相対方位の
両方を考慮した補正については、後で図面を参照しながらより具体的に説明するため、こ
こではこれ以上の説明を省略する。
【０１０４】
　上述した図６に示される例においては、サイド画像データから１つの路面標示（区画線
Ｌ６２）が検出され、当該１つの路面標示の相対位置および相対方位の両方が算出される
ことで、車両Ｖの実位置および実方位が推定されている。しかしながら、実施形態では、
以下に説明するように、サイド画像データから少なくとも２つの路面標示を検出すること
ができれば、当該少なくとも２つの路面標示の相対位置のみを算出するだけ（相対方位は
算出しない）で、当該少なくとも２つの路面標示の位置関係に基づいて、車両Ｖの実位置
および実方位を推定することも可能である。
【０１０５】
　図７は、実施形態にかかる車両制御装置４１０の位置推定部５２４により実施されうる
現在位置の推定方法の図６とは異なる一例を説明するための例示的かつ模式的な図である
。図７に示される例では、車両Ｖが、当該車両Ｖの左側方に位置する３本の区画線Ｌ７１
～Ｌ７３および車両Ｖの右側方に位置する３本の区画線Ｌ７４～Ｌ７６と交差する方向に
走行している。
【０１０６】
　図７に示される例では、車両Ｖの左側部（たとえばサイドミラー）に設けられる車載カ
メラ４０８の撮像範囲が、区画線Ｌ７２の端部Ｅ７２を含む領域Ａ７１に対応しており、
車両の右側部（たとえばサイドミラー）に設けられる車載カメラ４０８の撮像範囲が、区
画線Ｌ７６の端部Ｅ７６を含む領域Ａ７２に対応している。
【０１０７】
　したがって、図７に示される例では、上記の２つの車載カメラ４０８によって得られる
一対のサイド画像データに対して白線検出処理などの画像認識処理を行えば、区画線Ｌ７
２およびＬ７６の端部Ｅ７２およびＥ７６の位置に関する路面標示データを検出すること
ができる。そして、検出した路面標示データを利用すれば、車両Ｖを基準とした、区画線
Ｌ７２の相対位置（より具体的には区画線Ｌ７２の端部Ｅ７２の相対位置）と、区画線Ｌ
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７６の相対位置（より具体的には区画線Ｌ７６の端部Ｅ７６の相対位置）と、を算出する
ことができる。そして、算出した相対位置と、オドメトリに基づく推定結果と、を利用す
れば、区画線Ｌ７２およびＬ７６の端部Ｅ７２およびＥ７６の計算上の絶対位置を特定す
ることができる。
【０１０８】
　位置推定部５２４は、上記の相対位置に基づいて特定される区画線Ｌ７２およびＬ７６
の端部Ｅ７２およびＥ７６の計算上の絶対位置と、地図データ（区画線データ）に基づい
て特定される区画線Ｌ７２およびＬ７６の端部Ｅ７２およびＥ７６の正規の絶対位置と、
を照合することで、オドメトリによる車両Ｖの位置および向き（方位）の推定結果のずれ
を補正する。なお、図７に示される例では、上述した図６に示される例と異なり、照合の
対象となるポイントが２つであるので、これら２つのポイントと車両Ｖとの位置関係が特
定されれば、各ポイントの方位を個別に特定することなく、車両Ｖの向き（方位）の推定
結果のずれを補正することが可能である。
【０１０９】
　このように、図７に示される例によれば、区画線Ｌ７２およびＬ７６の相対方位を算出
することなく、区画線Ｌ７２およびＬ７６の相対位置のみを算出するだけで、車両Ｖの実
位置および実方位を推定することができる。なお、このような相対方位を含まない相対位
置のみを用いた補正の方法については、後で図面を参照しながらより具体的に説明するた
め、ここではこれ以上の説明を省略する。
【０１１０】
　上述した図６および図７に示される例では、２つのサイド画像データ（左サイド画像デ
ータおよび右サイド画像データ）からそれぞれ１つずつ合計２つの路面標示（区画線Ｌ７
２およびＬ７６）が検出され、これら２つの路面標示の相対位置の位置関係が算出される
ことで、車両Ｖの実位置および実方位が推定されている。しかしながら、実施形態では、
以下に説明するように、１つのサイド画像データから複数の路面標示を同時に検出し、こ
れら複数の路面標示の相対位置の位置関係を算出することで、車両Ｖの実位置および実方
位を推定することも可能である。
【０１１１】
　図８は、実施形態にかかる車両制御装置４１０の位置推定部５２４により実施されうる
現在位置の推定方法の図６および図７とは異なる一例を説明するための例示的かつ模式的
な図である。図８に示される例では、車両Ｖが、当該車両Ｖの左側方に位置する３本の区
画線Ｌ８１～Ｌ８３と交差する方向に走行している。
【０１１２】
　図８に示される例では、車両Ｖの左側部（たとえばサイドミラー）に設けられる車載カ
メラ４０８の撮像範囲は、区画線Ｌ８１の端部Ｅ８１と、区画線Ｌ８２の端部Ｅ８２と、
を含む領域Ａ８１に対応している。したがって、図８に示される例では、車両Ｖの左側部
に設けられる車載カメラ４０８によって得られる１つのサイド画像データに対して白線検
出処理などの画像認識処理を行えば、区画線Ｌ８１およびＬ８２の端部Ｅ８１およびＥ８
２の位置に関する路面標示データを検出することができる。そして、検出した路面標示デ
ータを利用すれば、車両Ｖを基準とした、区画線Ｌ８１の相対位置（より具体的には区画
線Ｌ８１の端部Ｅ８１の相対位置）と、区画線Ｌ８２の相対位置（より具体的には区画線
Ｌ８２の端部Ｅ８２の相対位置）と、を算出することができる。そして、算出した相対位
置と、オドメトリに基づく推定結果と、を利用すれば、区画線Ｌ８１およびＬ８２の端部
Ｅ８１およびＥ８２の計算上の絶対位置を特定することができる。
【０１１３】
　位置推定部５２４は、上記の相対位置に基づいて特定される区画線Ｌ８１およびＬ８２
の端部Ｅ８１およびＥ８２の計算上の絶対位置と、地図データ（区画線データ）に基づい
て特定される区画線Ｌ８１およびＬ８２の端部Ｅ８１およびＥ８２の正規の絶対位置と、
を照合することで、オドメトリによる車両Ｖの位置および向き（方位）の推定結果のずれ
を補正する。図８に示される例によれば、１つのサイド画像データのみを用いて、上述し
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た図７に示される例と同様の推定、すなわち相対方位を含まない相対位置のみに基づく車
両Ｖの実位置および実方位の推定を行うことができる。
【０１１４】
　上述した図８に示される例では、路面標示として区画線Ｌが用いられている。しかしな
がら、実施形態では、以下に説明するように、区画線Ｌ以外の路面標示（所定方向に延び
る線分ＬＳを含んだマーカＭ）を用いることも可能である。
【０１１５】
　図９は、実施形態にかかる車両制御装置４１０の位置推定部５２４により実施されうる
現在位置の推定方法の図６～図８とは異なる一例を説明するための例示的かつ模式的な図
である。図９に示される例では、車両Ｖが、当該車両Ｖの左側に位置する３つの区画線Ｌ
９１～Ｌ９３と交差するように走行している。
【０１１６】
　ここで、図９に示される例では、路面標示として、３つの区画線Ｌ９１～Ｌ９３に加え
て、２つのマーカＭ９１およびＭ９２が設置されている。マーカＭ９１は、線分ＬＳ９１
を含み、区画線Ｌ９１およびＬ９２の間に設置されている。また、マーカＭ９２は、線分
ＬＳ９２を含み、区画線Ｌ９２およびＬ９３の間に設置されている。
【０１１７】
　図９に示される例では、車両Ｖの左側部（たとえばサイドミラー）に設けられる車載カ
メラ４０８の撮像範囲が、マーカＭ９１およびＭ９２を含む領域Ａ９１に対応している。
したがって、車両Ｖの左側部に設けられる車載カメラ４０８によって得られるサイド画像
データに対して白線検出処理などの画像認識処理を実施すれば、マーカＭ９１およびＭ９
２のそれぞれの位置（たとえば中心位置）と、マーカＭ９１およびＭ９２に含まれる線分
ＬＳ９１およびＬＳ９２のそれぞれの向きと、に関する路面標示データを検出することが
できる。そして、検出した路面標示データを利用すれば、車両Ｖを基準とした、マーカＭ
９１およびＭ９２の相対位置（マーカＭ９１およびＭ９２の中心の相対位置）と、マーカ
Ｍ９１およびＭ９２の方位（線分ＬＳ９１およびＬＳ９２の向きを表す相対方位）と、を
算出することができる。そして、算出した相対位置および相対方位と、オドメトリに基づ
く車両Ｖの位置および方位の推定結果と、を利用すれば、マーカＭ９１およびＭ９２の計
算上の絶対位置および絶対方位を特定することができる。
【０１１８】
　上述した図６などに示される例と同様、マーカＭ９１およびＭ９２の計算上の相対位置
（および相対方位）は、上記のように、オドメトリに基づく推定結果を利用して特定され
るものであるので、オドメトリによる累積誤差の影響が含まれうる。一方、前述したよう
に、管制装置１０１で管理される駐車場Ｐの地図データは、路面標示の正規の絶対位置（
および絶対方位）を特定するための情報を含んでいるため、地図データには、路面標示と
してのマーカＭ９１およびＭ９２の正規の絶対位置（および絶対方位）を特定するための
マーカデータが含まれる。
【０１１９】
　そこで、実施形態において、通信制御部５２１は、管制装置１０１から、地図データと
してのマーカデータを取得する。そして、位置推定部５２４は、上記の相対位置（相対方
位を含む）に基づいて特定されるマーカＭ９１およびＭ９２の計算上の絶対位置と、マー
カデータに基づいて特定されるマーカＭ９１およびＭ９２の正規の絶対位置（絶対方位を
含む）と、の差分をとり、当該差分に基づいて、オドメトリによる推定結果のずれを補正
し、補正後の値を、車両Ｖの実位置（実方位を含む）として推定する。
【０１２０】
　上述した図６～図９に示される例では、区画線ＬおよびマーカＭの一方のみが用いられ
ている。しかしながら、実施形態では、区画線ＬおよびマーカＭの両方を用いることも可
能である。特に、以下に説明するような車両Ｖの旋回時では、現在位置の推定精度の向上
が望まれるため、区画線ＬおよびマーカＭの両方を考慮して、推定のもととなるデータを
増やすのが有益である。
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【０１２１】
　図１０は、実施形態にかかる車両制御装置４１０の位置推定部５２４により実施されう
る現在位置の推定方法の図６～図９とは異なる一例を説明するための例示的かつ模式的な
図である。図１０に示される例では、車両Ｖが、区画線Ｌ１０１およびＬ１０２と、当該
区画線Ｌ１０１およびＬ１０２の近傍にＬ字状に配置されたマーカＭ１０１～Ｍ１０３と
を内側にして、矢印Ｃ１００に沿って左回りに旋回している。なお、マーカＭ１０１～Ｍ
１０３の形状は、図１０に示される例に制限されるものではない。
【０１２２】
　図１０に示される例において、位置推定部５２４は、車両Ｖの旋回時に、車両Ｖの旋回
の内側の状況を表す画像データである内側画像データをセンサデータ取得部５２２により
取得する。そして、通信制御部５２１は、管制装置１０１から、地図データとして、区画
線データおよびマーカデータの両方を取得する。そして、位置推定部５２４は、内側画像
データから、区画線Ｌ１０１およびＬ１０２とマーカＭ１０１～Ｍ１０３とに関する路面
標示データを検出し、検出した路面標示データに基づいて、車両Ｖに対する区画線Ｌ１０
１およびＬ１０２とマーカＭ１０１～Ｍ１０３との相対位置を算出する。
【０１２３】
　そして、位置推定部５２４は、算出した相対位置と、オドメトリに基づく車両Ｖの位置
および方位の推定結果と、に基づいて、区画線Ｌ１０１およびＬ１０２とマーカＭ１０１
～Ｍ１０３との計算上の絶対位置を特定する。そして、位置推定部５２４は、特定した計
算上の絶対位置と、区画線データおよびマーカデータから特定される正規の絶対位置と、
の差分に基づいて、オドメトリによる推定結果のずれを補正し、補正後の値を、車両Ｖの
実位置（実方位を含む）として推定する。
【０１２４】
　なお、図１０に示される例では、３つのマーカＭ（Ｍ１０１～Ｍ１０３）がＬ字状に配
置されている。しかしながら、実施形態では、旋回する車両Ｖの車載カメラの撮像範囲に
入っていれば、マーカＭの個数および配置は、種々に設定（変更）可能である。また、図
１０に示される例では、区画線ＬとマーカＭとの両方が考慮されることで車両Ｖの実位置
が推定されている。しかしながら、実施形態では、区画線ＬおよびマーカＭの少なくとも
一方が考慮されれば、区画線Ｌのみ、あるいはマーカＭのみが考慮されることで車両Ｖの
実位置が推定されてもよい。この場合、通信制御部５２１は、地図データとして、区画線
データおよびマーカデータのうち、考慮すべき路面標示データに対応する方のデータを取
得すればよい。
【０１２５】
　また、図６～図１０に示される例では、端部が丸いＵ字状に構成された区画線Ｌが例示
されている。しかしながら、実施形態では、端部が矩形状に構成された区画線Ｌが用いら
れてもよい。また、実施形態では、区画線ＬおよびマーカＭの相対位置の検出に、車両Ｖ
の側部に設けられる車載カメラ４０８によって得られるサイド画像データのみならず、車
両Ｖの前部（たとえばフロントバンパ）に設けられる車載カメラ４０８によって得られる
フロント画像データや、後部（たとえばリヤバンパ）に設けられる車載カメラ４０８によ
って得られるリヤ画像データなどが用いられてもよい。
【０１２６】
　ここで、上述した図６～図１０において実施されうる補正の具体的内容について図面を
参照しながら詳細に説明する。
【０１２７】
　まず、上述した図６などにおいて実施されうる、１つの路面標示の相対位置および相対
方位の両方を考慮した補正の詳細について説明する。
【０１２８】
　図１１は、実施形態にかかる車両制御装置４１０の位置推定部５２４により実施されう
る、１つの路面標示の相対位置および相対方位の両方を考慮した補正の詳細を説明するた
めの例示的かつ模式的な図である。
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【０１２９】
　図１１において、矩形状の領域Ｒ１は、車載カメラ４０８によって取得された画像デー
タに射影変換を施すことで生成される、車載カメラ４０８の撮像範囲を平面視で表した領
域である。当該領域Ｒ１内には、路面標示の例として、方向Ｄ１に延びる区画線Ｌ１が含
まれている。なお、図１１においては、簡単化のため、区画線Ｌ１の形状が単純化された
状態で表されている。
【０１３０】
　図１１に示されるように、実施形態にかかる位置推定部５２４は、まず、領域Ｒ１の中
心Ｃ１を原点としたＸ－Ｙ座標系を構成し、当該原点を基準とした区画線Ｌ１の相対位置
および相対方位を示す値を算出する。なお、Ｘ軸は、車両Ｖ（図１１には不図示）の向き
と一致するように設定され、Ｙ軸は、車載カメラ４０８の向きと一致するように設定され
る。図１１に示される例では、相対位置を示す値として、区画線Ｌ１の端部Ｅ１の中心点
Ｐ１０の座標（Ｘ１，Ｙ１）が算出され、相対方位を示す値として、区画線Ｌ１の延びる
方向Ｄ１を表す値、たとえばＸ軸を基準とした反時計回りの角度（図示された例では９０
度）が算出される。
【０１３１】
　そして、位置推定部５２４は、予め設定されたパラメータに基づいて、上記の座標（Ｘ
１，Ｙ１）を、実際の距離の次元に変換する。ここで使用されるパラメータは、たとえば
、画像データの１ドットが現実では何メートルに対応するかを示すパラメータ（単位は［
ｍ／ｄｏｔ］）である。以下では、変換後の中心点Ｐ１０を点Ｐ２０と表記し、当該点Ｐ
２０の座標を（Ｘ２，Ｙ２）と表記する場合がある。
【０１３２】
　そして、位置推定部５２４は、以下に説明するように、Ｘ－Ｙ座標系の原点を適宜変更
していくことで、車両Ｖに対する区画線Ｌ１の相対位置（および相対方位）を算出する。
【０１３３】
　図１２は、実施形態にかかる車両制御装置の位置推定部により実施されうる、１つの路
面標示の相対位置および相対方位の両方を考慮した補正の詳細を図１１に続いて説明する
ための例示的かつ模式的な図である。
【０１３４】
　図１２に示されるように、上記の点Ｐ２０の座標（Ｘ２，Ｙ２）の算出が完了すると、
位置推定部５２４は、Ｘ－Ｙ座標系の原点を、上記の中心Ｃ１から、車載カメラ４０８の
中心Ｃ２へと変更する。そして、位置推定部５２４は、変更後のＸ－Ｙ座標系を基準とし
た、上記の点Ｐ２０に対応した点Ｐ３０の座標（Ｘ３，Ｙ３）と、上記の方向Ｄ１を表す
値と、を算出する。原点の変更後においても、原点の変更前と同様に、Ｘ軸は、車両Ｖの
向きと一致するように設定され、Ｙ軸は、車載カメラ４０８の向きと一致するように設定
される。したがって、図１２に示される例においては、方向Ｄ１を表す値としてのＸ軸を
基準としたパラメータは原点の変更の前後で特に変化せず、また、原点の変更前の中心Ｃ
１と原点の変更後の中心Ｃ２とは、共にＹ軸上に位置する。
【０１３５】
　ここで、車載カメラ４０８の中心Ｃ２と、当該車載カメラ４０８の撮像範囲に対応した
領域Ｒ１の中心Ｃ１と、の距離は、車載カメラ４０８のスペックなどに応じて予め決まっ
ている。したがって、図１２に示される例においては、座標（Ｘ２，Ｙ２）のＹ軸成分に
所定のパラメータを加算するだけで、原点の変更後の座標（Ｘ３，Ｙ３）を容易に算出す
ることができる。
【０１３６】
　なお、点Ｐ３０の座標（Ｘ３，Ｙ３）の算出が完了すると、位置推定部５２４は、Ｘ－
Ｙ座標系の原点を、車載カメラ４０８の中心Ｃ２から、車両Ｖの中心Ｃ３へとさらに変更
し、上記の点Ｐ３０に対応する点の座標と、上記の方向Ｄ１を表す値と、をさらに算出す
る。中心Ｃ２およびＣ３の関係は、車両Ｖのスペックなどに応じて予め決まっている。こ
のようにして算出された座標の値が、車両Ｖ（の中心Ｃ３）を基準とした区画線Ｌ１の相
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対位置および相対方位を表す値となる。
【０１３７】
　そして、相対位置の算出が完了すると、位置推定部５２４は、相対位置と、オドメトリ
に基づいて推定された車両Ｖ（の中心Ｃ３）の位置および方位と、に基づいて、区画線Ｌ
１の計算上の絶対位置および絶対方位を特定する。
【０１３８】
　一方、位置推定部５２４は、通信制御部５２１によって取得された地図データから、オ
ドメトリに基づいて推定された車両Ｖの位置の周辺の区画線Ｌ（つまり区画線Ｌ１）に関
する区画線データを抽出する。この区画線データには、たとえば、区画線Ｌ１の両端点の
（正規の）絶対位置が含まれる。これら両端点の絶対位置の位置関係を考慮すれば、区画
線Ｌ１の延びる方向Ｄ１を表す絶対方位を特定することができる。したがって、位置推定
部５２４は、地図データから抽出される区画線データに基づいて、区画線Ｌ１の端部Ｅ１
の絶対位置と、区画線Ｌ１の延びる方向を表す絶対方位と、を特定する。
【０１３９】
　そして、位置推定部５２４は、画像データに基づいて特定された区画線Ｌ１の計算上の
絶対位置（および絶対方位）と、地図データ（区画線データ）に基づいて特定された区画
線Ｌ１の正規の絶対位置（および絶対方位）と、の差分をとる。この差分は、オドメトリ
による車両Ｖの位置および方位の推定結果の累積誤差に相当する。したがって、位置推定
部５２４は、累積誤差をキャンセルするように、オドメトリによる車両Ｖの位置および方
位の推定結果を補正し、補正後の値を、車両Ｖの正規の現在位置（実位置および実方位）
として設定する。
【０１４０】
　次に、上述した図７などにおいて実施されうる、複数の路面標示の相対位置のみを考慮
した補正の詳細について説明する。この補正は、複数の路面標示の個別の相対方位を考慮
することがないという点以外は、上述した補正と基本的に同様である。
【０１４１】
　図１３は、実施形態にかかる車両制御装置４１０の位置推定部５２４により実施されう
る、複数の路面標示の相対位置のみを考慮した補正の詳細を説明するための例示的かつ模
式的な図である。なお、図１３においては、簡単化のため、車載カメラ４０８および車両
Ｖの形状が単純化された状態で表されている。
【０１４２】
　図１３において、矩形状の領域Ｒ１１は、車載カメラ４０８によって取得された画像デ
ータに射影変換を施すことで生成される、車載カメラ４０８の撮像範囲を平面視で表した
領域である。当該領域Ｒ１１内には、路面標示の例として、２つの区画線Ｌ１１およびＬ
１２が含まれている。なお、図１３においても、図１１と同様に、説明の簡単化のため、
区画線Ｌの形状が簡略化された状態で表されている。
【０１４３】
　図１３に示されるように、実施形態にかかる位置推定部５２４は、まず、領域Ｒ１１の
中心Ｃ１１を原点としたＸ－Ｙ座標系を構成し、当該原点を基準とした区画線Ｌ１１およ
びＬ１２の端部Ｅ１１およびＥ１２の相対位置を示す値を算出する。図１３に示される例
では、相対位置として、区画線Ｌ１１の端部Ｅ１１の中心点Ｐ１１の座標（Ｘ１１，Ｙ１
１）と、区画線Ｌ１２の端部Ｅ１２の中心点Ｐ１２の座標（Ｘ１２，Ｙ１２）と、が算出
される。
【０１４４】
　そして、位置推定部５２４は、予め設定されたパラメータ（前述したものと同様）に基
づいて、上記の座標（Ｘ１，Ｙ１）および（Ｘ１２，Ｙ１２）を、実際の距離の次元に変
換する。以下では、変換後の中心点Ｐ１１およびＰ１２をそれぞれ点Ｐ２１およびＰ２２
と表記し、当該点Ｐ２１およびＰ２２の座標をそれぞれ（Ｘ２１，Ｙ２１）および（Ｘ２
２，Ｙ２２）と表記する場合がある。
【０１４５】
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　そして、位置推定部５２４は、以下に説明するように、Ｘ－Ｙ座標系の原点を適宜変更
していくことで、車両Ｖに対する区画線Ｌ１１およびＬ１２の相対位置を算出する。
【０１４６】
　図１４は、実施形態にかかる車両制御装置４１０の位置推定部５２４により実施されう
る、複数の路面標示の相対方位を含まない相対位置のみに基づく現在位置の推定方法の詳
細を図１３に続いて説明するための例示的かつ模式的な図である。
【０１４７】
　図１４に示されるように、上記の点Ｐ２１およびＰ２２の座標（Ｘ２１，Ｙ２１）およ
び（Ｘ２２，Ｙ２２）の算出が完了すると、位置推定部５２４は、Ｘ－Ｙ座標系の原点を
、上記の中心Ｃ１１から、車載カメラ４０８の中心Ｃ１２へと変更する。そして、位置推
定部５２４は、変更後のＸ－Ｙ座標系を基準とした、上記の点Ｐ２１およびＰ２２に対応
した点Ｐ３１およびＰ３２の座標（Ｘ３１，Ｙ３１）および（Ｘ３２，Ｙ３２）をそれぞ
れ算出する。
【０１４８】
　そして、点Ｐ３１およびＰ３２の座標（Ｘ３１，Ｙ３１）および（Ｘ３２，Ｙ３２）の
算出が完了すると、位置推定部５２４は、Ｘ－Ｙ座標系の原点を、車載カメラ４０８の中
心Ｃ１２から、車両Ｖの中心Ｃ１３へとさらに変更し、変更後のＸ－Ｙ座標系を基準とし
た上記の点Ｐ３に対応した点の座標をさらに算出する。このようにして算出された座標の
値が、車両Ｖ（の中心Ｃ１３）を基準とした区画線Ｌ１１およびＬ１２の相対位置を表す
値となる。
【０１４９】
　そして、相対位置の算出が完了すると、位置推定部５２４は、相対位置と、オドメトリ
に基づいて推定された車両Ｖ（の中心Ｃ１３）の位置と、に基づいて、区画線Ｌ１１およ
びＬ１２の計算上の絶対位置および絶対方位を特定する。
【０１５０】
　そして、位置推定部５２４は、画像データに基づいて特定された区画線Ｌ１１およびＬ
１２の計算上の絶対位置と、地図データ（区画線データ）に基づいて特定された区画線Ｌ
１１およびＬ１２の正規の絶対位置と、の差分をとり、差分に基づいて、オドメトリによ
る車両Ｖの位置の推定結果を補正する。なお、区画線Ｌ１１およびＬ１２の計算上の絶対
位置と正規の絶対位置とのずれが分かれば、車両Ｖも含めた３点の位置関係に基づいて、
車両Ｖの向きのずれも分かるので、上記の差分によれば、オドメトリによる車両Ｖの方位
の推定結果も補正することができる。そして、位置推定部５２４は、補正後の値を、車両
Ｖの正規の現在位置（実位置および実方位）として設定する。
【０１５１】
　なお、上記の説明では、２つの区画線Ｌ（Ｌ１１およびＬ１２）に対する画像認識処理
の結果を利用して車両Ｖの実位置が推定されているが、画像認識処理の対象となる路面標
示の個数は、３つ以上であってもよい。また、車両Ｖの実位置の推定に利用する路面標示
は、区画線Ｌに制限されるものではない。たとえば、区画線ＬとマーカＭとの両方が路面
標示として設けられた駐車場Ｐにおいては、少なくとも２つのマーカＭに対する画像認識
処理の結果を利用して車両Ｖの実位置が推定されてもよいし、区画線ＬおよびマーカＭの
うち少なくとも１つずつを利用して車両Ｖの実位置が推定されてもよい。
【０１５２】
　次に、図１５～図１９を参照して、実施形態にかかる自動バレー駐車システムで実行さ
れる処理について説明する。
【０１５３】
　図１５は、実施形態において自動駐車が実行される場合に管制装置１０１および車両制
御装置４１０が実行する処理の流れを示した例示的かつ模式的なシーケンス図である。こ
の図１５に示される処理シーケンスは、乗員Ｘが降車領域Ｐ１で端末装置Ｔを操作するこ
とで、自動駐車のトリガとなる所定の指示を行った場合に開始する。
【０１５４】
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　図１５に示される処理シーケンスでは、まず、Ｓ１１０１において、管制装置１０１と
車両制御装置４１０とが通信を確立する。このＳ１１０１においては、識別情報（ＩＤ）
の送受信による認証や、管制装置１０１の監視下での自動走行を実現するための運行権限
の譲受などが実行される。
【０１５５】
　Ｓ１１０１で通信が確立すると、管制装置１０１は、Ｓ１１０２において、駐車場Ｐの
地図データを車両制御装置４１０に送信する。
【０１５６】
　そして、管制装置１０１は、Ｓ１１０３において、駐車領域Ｒの空きを確認し、空いて
いる１つの駐車領域Ｒを、車両Ｖに与える目標駐車領域として指定する。
【０１５７】
　そして、管制装置１０１は、Ｓ１１０４において、降車領域Ｐ１からＳ１１０３で指定
した目標駐車領域への（概略的な）誘導経路を生成する。
【０１５８】
　そして、管制装置１０１は、Ｓ１１０５において、Ｓ１１０４で生成された誘導経路を
車両制御装置４１０に送信する。
【０１５９】
　一方、車両制御装置４１０は、Ｓ１１０２で管制装置１０１から送信された地図データ
を受信した後のＳ１１０６において、降車領域Ｐ１内における初期位置を推定する。初期
位置とは、降車領域Ｐ１からの発進の起点となる、降車領域Ｐ１内における車両Ｖの現在
位置である。初期位置の推定には、上述した現在位置の推定と同様の、車載カメラ４０８
によって得られる画像データを用いた手法が用いられうる。なお、図１５に示される例で
は、Ｓ１１０６の処理がＳ１１０５の処理の前に実行されているが、Ｓ１１０６の処理は
、Ｓ１１０５の処理の後に実行されてもよい。
【０１６０】
　Ｓ１１０６で初期位置を推定し、かつ、Ｓ１１０５で管制装置１０１から送信された誘
導経路を受信すると、車両制御装置４１０は、Ｓ１１０７において、Ｓ１１０６で推定さ
れた初期位置などに基づいて、実際の自動駐車の際に辿るべき、誘導経路よりも精度の高
い走行経路を生成する。
【０１６１】
　そして、車両制御装置４１０は、Ｓ１１０８において、降車領域Ｐ１からの発進制御を
実行する。
【０１６２】
　そして、車両制御装置４１０は、Ｓ１１０９において、Ｓ１１０７で生成された走行経
路に沿った走行制御を実行する。この走行制御は、上述したような画像データを用いた手
法による現在位置の推定を伴って実行される。なお、現在位置の推定時に実行される処理
の流れについては、後で別の図面を参照しながら詳細に説明するため、ここではこれ以上
の説明を省略する。
【０１６３】
　そして、車両制御装置４１０は、Ｓ１１１０において、目標駐車領域への駐車制御を実
行する。
【０１６４】
　そして、Ｓ１１１０における駐車制御が完了すると、車両制御装置４１０は、Ｓ１１１
１において、駐車完了の通知を管制装置１０１に送信する。
【０１６５】
　以上のようにして、自動バレー駐車における自動駐車が実現される。
【０１６６】
　図１６は、実施形態において自動出庫が実行される場合に管制装置１０１および車両制
御装置４１０が実行する処理の流れを示した例示的かつ模式的なシーケンス図である。こ
の図１６に示される処理シーケンスは、乗員Ｘが乗車領域Ｐ２で端末装置Ｔを操作するこ
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とで、自動出庫のトリガとなる所定の呼び出しを行った場合に開始する。
【０１６７】
　図１６に示される処理シーケンスでは、まず、Ｓ１２０１において、管制装置１０１と
車両制御装置４１０とが通信を確立する。このＳ１２０１においては、上述した図１５の
Ｓ１１０１と同様に、識別情報（ＩＤ）の送受信による認証や、管制装置１０１の監視下
での自動走行を実現するための運行権限の譲受などが実行される。
【０１６８】
　Ｓ１２０１で通信が確立すると、管制装置１０１は、Ｓ１２０２において、駐車場Ｐの
地図データを車両制御装置４１０に送信する。
【０１６９】
　そして、管制装置１０１は、Ｓ１２０３において、通信相手の車両制御装置４１０を搭
載した車両Ｖが現在位置している駐車領域Ｒを確認する。実施形態では、このＳ１２０３
の処理が、監視カメラ１０３によって得られる画像データなどに基づいて実行される。
【０１７０】
　そして、管制装置１０１は、Ｓ１２０４において、Ｓ１２０３で確認された駐車領域Ｒ
から乗車領域Ｐ２への（概略的な）誘導経路を生成する。
【０１７１】
　そして、管制装置１０１は、Ｓ１２０５において、Ｓ１２０４で生成された誘導経路を
車両制御装置４１０に送信する。
【０１７２】
　一方、車両制御装置４１０は、Ｓ１２０２で管制装置１０１から送信された地図データ
を受信した後のＳ１２０６において、車両Ｖが現在位置している駐車領域Ｐ内における出
庫位置を推定する。出庫位置とは、駐車領域Ｒからの出庫の起点となる、駐車領域Ｒ内に
おける車両Ｖの現在位置である。出庫位置の推定には、上述した現在位置の推定と同様の
手法（画像認識処理によって画像データから検出された所定の路面標示データと地図デー
タとを用いる手法）が用いられうる。なお、図１６に示される例では、Ｓ１２０６の処理
がＳ１２０５の処理の前に実行されているが、Ｓ１２０６の処理は、Ｓ１２０５の処理の
後に実行されてもよい。
【０１７３】
　Ｓ１２０６で出庫位置を推定し、かつ、Ｓ１２０５で管制装置１０１から送信された誘
導経路を受信すると、車両制御装置４１０は、Ｓ１２０７において、Ｓ１２０６で推定さ
れた出庫位置などに基づいて、実際の自動出庫の際に辿るべき、誘導経路よりも精度の高
い走行経路を生成する。
【０１７４】
　そして、車両制御装置４１０は、Ｓ１２０８において、駐車領域Ｒからの出庫制御を実
行する。
【０１７５】
　そして、車両制御装置４１０は、Ｓ１２０９において、Ｓ１２０７で生成された走行経
路に沿った走行制御を実行する。この走行制御も、図１５のＳ１１０９における走行制御
と同様に、上述したような画像データを用いた手法による現在位置の推定（詳細は後述す
る）を伴って実行される。
【０１７６】
　そして、車両制御装置４１０は、Ｓ１２１０において、乗車領域Ｐ２への停車制御を実
行する。
【０１７７】
　そして、Ｓ１２１０における停車制御が完了すると、車両制御装置４１０は、Ｓ１２１
１において、出庫完了の通知を管制装置１０１に送信する。
【０１７８】
　以上のようにして、自動バレー駐車における自動出庫が実現される。
【０１７９】
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　図１７は、実施形態において自動駐車および自動出庫が実行される場合に車両制御装置
４１０が実行する走行制御に含まれる現在位置の推定処理の流れを示した例示的かつ模式
的なフローチャートである。この図１７に示される処理フローは、図１５に示されるＳ１
１０９や、図１６に示されるＳ１２０９などにおける車両Ｖの自動走行中に繰り返し実行
される。
【０１８０】
　図１７に示される処理フローでは、まず、Ｓ１３０１において、車両制御装置４１０は
、車載カメラ４０８から画像データ（サイド画像データ）を取得する。なお、図１０に示
される状況においては、車両制御装置４１０は、旋回の内側に対応したサイド画像データ
である内側画像データを取得する。
【０１８１】
　そして、Ｓ１３０２において、車両制御装置４１０は、Ｓ１３０１で取得された画像デ
ータから、所定の画像認識処理によって、画像データ上における路面標示に関する路面標
示データを検出する。このＳ１３０２においては、たとえば、次の図１８に示されるよう
な処理フローに沿った処理が実行される。
【０１８２】
　図１８は、実施形態において走行制御が実行される場合に車両制御装置４１０が実行す
る路面標示データの算出処理の流れを示した例示的かつ模式的なフローチャートである。
以下では、一例として、区画線Ｌに関する路面標示データの算出処理の流れについて説明
する。
【０１８３】
　図１８に示される処理フローでは、まず、Ｓ１４０１において、車両制御装置４１０は
、車載カメラ４０８から取得された画像データに対して歪み補正処理を実行する。
【０１８４】
　そして、Ｓ１４０２において、車両制御装置４１０は、Ｓ１４０１の歪み補正処理後の
画像データに対して白色抽出処理を実行する。区画線ＬやマーカＭなどの路面標示は、通
常、白色で描かれるものであるので、このＳ１４０２の処理によれば、歪み補正処理後の
画像データから、路面標示（区画線Ｌ）を含んだ白色の領域を抽出することができる。
【０１８５】
　そして、Ｓ１４０３において、車両制御装置４１０は、Ｓ１４０２で抽出された白色の
領域に含まれうるかすれを改善するためのかすれ改善処理を実行する。
【０１８６】
　そして、Ｓ１４０４において、車両制御装置４１０は、Ｓ１４０３のかすれ改善処理後
の画像データに対してハフ変換を実行し、当該画像データから、路面標示（区画線Ｌ）の
候補としての直線状の領域を抽出する。
【０１８７】
　そして、Ｓ１４０５において、車両制御装置４１０は、Ｓ１４０４で抽出された路面標
示（区画線Ｌ）の候補を所定の基準で選別する。
【０１８８】
　そして、Ｓ１４０６において、車両制御装置４１０は、Ｓ１４０５で選別された候補を
含む画像データに射影変換を施し、車載カメラ４０８の撮像範囲を平面視で表した領域に
対応した画像データを生成する。
【０１８９】
　そして、Ｓ１４０７において、車両制御装置４１０は、射影変換後の画像データに含ま
れる路面標示（区画線Ｌ）の候補を所定の基準でさらに選別する。
【０１９０】
　そして、Ｓ１４０８において、車両制御装置４１０は、Ｓ１４０７で抽出された候補の
相対位置（相対方位を含みうる）などを路面標示データとして算出する。
【０１９１】
　以上のようなＳ１４０１～Ｓ１４０８の処理が完了すると、図１７のＳ１３０３に処理
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が進む。そして、Ｓ１３０３において、車両制御装置４１０は、次の図１９に示される処
理フローに沿って処理を実行することで、車両Ｖの現在位置を推定する。
【０１９２】
　図１９は、実施形態において走行制御が実行される場合に車両制御装置４１０が実行す
る現在位置の推定処理の流れを示した例示的かつ模式的なフローチャートである。
【０１９３】
　図１９に示される処理フローでは、まず、Ｓ１５０１において、車両制御装置４１０は
、車両Ｖの現在位置に関する前回の推定値に、センサデータに基づく変化量、つまりオド
メトリによって推定された車両Ｖの位置の変化量を加算することで、オドメトリに基づく
車両Ｖの現在位置を算出する。
【０１９４】
　そして、Ｓ１５０２において、車両制御装置４１０は、図１８に示される処理フローに
よって算出した路面標示データに基づく、Ｓ１５０１で算出した現在位置を基準とした路
面標示の相対位置（相対方位を含みうる）を算出する。このＳ１５０２で算出された相対
位置と、Ｓ１５０１の算出値と、を利用すれば、路面標示の計算上の絶対位置を特定する
ことができる。
【０１９５】
　そして、Ｓ１５０３において、車両制御装置４１０は、通信制御部５２１により取得さ
れた地図データに基づく、路面標示の絶対位置（絶対方位を含みうる）を特定する。より
具体的に、車両制御装置４１０は、地図データに含まれる全ての路面標示の絶対位置から
、Ｓ１５０２の算出結果を利用して特定される路面標示の計算上の絶対位置に近いもの（
計算上の絶対位置の周辺に対応した部分データと称されうる）を抽出することで、次のＳ
１５０４の処理において計算上の絶対位置との差分をとる対象となる路面標示の正規の絶
対位置を特定する。たとえば、路面標示データを算出するもととなった画像データが左サ
イド画像データである場合、車両制御装置４１０は、地図データに含まれる全ての路面標
示の絶対位置から、オドメトリに基づく車両Ｖの現在位置の左側に該当するものを抽出す
ることで、上記の計算上の絶対位置に近いものを抽出する。なお、路面標示が区画線であ
る場合、当該区画線は、通常、約２．５ｍの間隔で設けられることが多い。この約２．５
ｍという間隔は、オドメトリにおいて想定される誤差よりも大きいため、実施形態では、
Ｓ１５０３の処理によって路面標示の正規の絶対位置が間違って特定されることは通常ほ
とんどない。
【０１９６】
　そして、Ｓ１５０４において、車両制御装置４１０は、Ｓ１５０２の算出結果に基づい
て特定される路面標示の計算上の絶対位置と、Ｓ１５０３で特定される路面標示の正規の
絶対位置と、の差分をとり、当該差分に基づき、Ｓ１５０１の算出値、つまりオドメトリ
に基づく車両Ｖの現在位置の算出値を補正する。
【０１９７】
　そして、Ｓ１５０５において、車両制御装置４１０は、Ｓ１５０４の補正後の値を、車
両Ｖの正規の現在位置として推定する。実施形態では、このＳ１５０５の推定結果に基づ
いて、車両Ｖの自動走行時に必要となる各種のパラメータ（車速や舵角、進行方向など）
の設定が行われる。
【０１９８】
　なお、実施形態にかかる車両制御装置４１０は、上述したＳ１５０１～Ｓ１５０５に従
って、以下に説明するような処理も実行しうる。
【０１９９】
　より具体的に、まず、Ｓ１５０１において、車両制御装置４１０は、車両Ｖの現在の方
位（実方位）に関する前回の推定値に、センサデータに基づく方位の変化量、つまりオド
メトリによって推定された車両Ｖの方位の変化量を加算することで、オドメトリに基づく
車両Ｖの実方位を算出する。そして、車両制御装置４１０は、オドメトリに基づく車両Ｖ
の実方位に向けて、車両Ｖの現在位置（実位置）に関する前回の推定値に、センサデータ
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に基づく位置の変化量、つまりオドメトリによって推定された車両Ｖの位置の変化量を加
算することで、オドメトリに基づく車両Ｖの実位置を算出する。
【０２００】
　なお、実施形態では、Ｓ１５０１において、実方位および実位置に関する前回の推定値
が存在しない場合、オドメトリに基づく車両Ｖの実方位および実位置が、次のＳ１５０２
以降の処理にそのまま採用されうる。
【０２０１】
　そして、Ｓ１５０２において、車両制御装置４１０は、図１８に示される処理フローに
よって算出した路面標示データに基づいて、Ｓ１５０１で算出した現在位置を基準とした
路面標示の相対位置および相対方位を、たとえば次の図２０および図２１に示されるよう
な形で算出する。
【０２０２】
　図２０は、実施形態にかかる車両制御装置４１０の位置推定部５２４により実施されう
る、路面標示の相対位置および相対方位の特定の詳細を説明するための例示的かつ模式的
な図である。
【０２０３】
　図２０において、矩形状の領域Ｒ２１は、車載カメラ４０８の撮像範囲に対応する。当
該矩形状の領域Ｒ２１内には、路面標示の例として、方向Ｄ２１に延びる区画線Ｌ２１が
含まれている。なお、図２０においては、簡単化のため、区画線Ｌ２１の形状が単純化さ
れた状態で表されている。
【０２０４】
　図２０に示されるように、実施形態にかかる位置推定部５２４は、まず、領域Ｒ２１の
中心Ｃ２１を原点としたＸ－Ｙ座標系を構成し、当該原点を基準とした区画線Ｌ２１の相
対位置および相対方位を示す値を算出する。なお、Ｘ軸は、車両Ｖ（図２０には不図示）
の向きと一致するように設定され、Ｙ軸は、車載カメラ４０８の向きと一致するように設
定される。
【０２０５】
　そして、位置推定部５２４は、区画線Ｌ２１の端部Ｅ２１の中心点Ｐ２１の座標（Ｘ２
１，Ｙ２１）と、区画線Ｌ２１のうち区画線Ｌ２１の境界側の端点Ｐ２２の座標（Ｘ２２
，Ｙ２２）と、を算出する。そして、位置推定部５２４は、これら２つの座標に基づいて
、逆正接関数などを用いて、区画線Ｌ２１の延びる方向Ｄ２１を表す傾きを、たとえばＸ
軸を基準とした反時計回りの角度として算出する。
【０２０６】
　そして、位置推定部５２４は、予め設定されたパラメータに基づいて、区画線Ｌ２１の
端部Ｅ２１の中心点Ｐ２１の座標（Ｘ２１，Ｙ２１）と、領域Ｒ２１の中心Ｃ２１と、の
間の間隔を、実際の距離の次元に変換する。ここで使用されるパラメータは、たとえば、
画像データの１ドットが現実では何メートルに対応するかを示すパラメータ（単位は［ｍ
／ｄｏｔ］）である。
【０２０７】
　そして、位置推定部５２４は、次の図２１に示されるように、領域Ｒ２１の中心Ｃ２１
と車載カメラ４０８の中心（設置位置）Ｃ２２との位置関係、および、車載カメラ４０８
の中心Ｃ２２と車両Ｖの中心Ｃ２３との位置関係を取得し、これらの位置関係に基づいて
座標変換を適宜実施していくことで、車両Ｖ（の実位置）を基準とした区画線Ｌ２１の相
対位置および相対方位を算出する。なお、以下に説明する座標変換は、図１１～図１４を
参照しながら既に説明した座標変換と同様の発想のものである。
【０２０８】
　図２１は、実施形態にかかる車両制御装置４１０の位置推定部５２４により実施されう
る、路面標示の相対位置および相対方位の特定の詳細を図２０に続いて説明するための例
示的かつ模式的な図である。
【０２０９】
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　図２１に示されるように、位置推定部５２４は、Ｘ－Ｙ座標系の原点を、上記の中心Ｃ
２１から、車載カメラ４０８の中心Ｃ２２へと変更する。そして、位置推定部５２４は、
変更後のＸ－Ｙ座標系を基準として、上述した区画線Ｌ２１の端部Ｅ２１の中心点Ｐ２１
に対応した点Ｐ３３の座標（Ｘ３３，Ｙ３３）と、区画線Ｌ２１の延びる方向Ｄ２１を表
す値と、を算出する。
【０２１０】
　なお、上記の座標変換の前後において、Ｘ軸およびＹ軸の向きを一致させれば、方向Ｄ
２１を表す値を、座標変換の前後で不変の値とすることができる。この場合、車載カメラ
４０８の中心Ｃ２２と、当該車載カメラ４０８の撮像範囲に対応した領域Ｒ２１の中心Ｃ
２１と、の位置関係は、車載カメラ４０８のスペックなどに応じて予め決まっているので
、上記の座標変換は、Ｙ軸成分の調整のみで実現することができる。
【０２１１】
　中心Ｃ２２を原点としたＸ－Ｙ座標系における上述した値の算出が完了すると、位置推
定部５２４は、車載カメラ４０８の中心Ｃ２２と、車両Ｖの中心Ｃ２３との、車両Ｖのス
ペックなどに応じて予め決められた位置関係に基づいて、Ｘ－Ｙ座標系の原点を、中心Ｃ
２２から中心Ｃ２３へとさらに変更する。そして、位置推定部５２４は、原点の変更後の
Ｘ－Ｙ座標系における、点Ｐ３３に対応する点の座標および方向Ｄ２１を表す値を、車両
Ｖ（の中心Ｃ３）を基準とした、区画線Ｌ２１の相対位置および相対方位としてそれぞれ
算出する。
【０２１２】
　そして、位置推定部５２４は、上記の方法で取得された車両Ｖ（の中心Ｃ３）を基準と
した区画線Ｌ２１の相対位置および相対方位と、Ｓ１５０１で算出される車両Ｖの実位置
および実方位と、に基づいて、区画線Ｌ２１の端部Ｅ２１の計算上の絶対位置、および区
画線Ｌ２１の延びる方向Ｄ２１を表す計算上の絶対方位を特定する。
【０２１３】
　なお、本開示における「絶対位置」および「絶対方位」は、緯度や経度などといった世
界的に共通の意味を持つ地理座標系の値によって示されてもよいし、駐車場Ｐ内でのみ意
味を持つ任意に決められた座標系の値によって示されてもよい。
【０２１４】
　図１９に戻り、Ｓ１５０２の処理が完了すると、Ｓ１５０３において、車両制御装置４
１０は、通信制御部５２１により取得された地図データに基づく、路面標示の絶対位置お
よび絶対方位を特定する。より具体的に、車両制御装置４１０は、地図データに含まれる
全ての路面標示の絶対位置から、Ｓ１５０２の算出結果を利用して特定される路面標示の
計算上の絶対位置に近いもの（計算上の絶対位置の周辺に対応した部分データと称されう
る）を抽出することで、次のＳ１５０４の処理において計算上の絶対位置との差分をとる
対象となる路面標示の正規の絶対位置と、当該正規の絶対位置に対応する正規の絶対方位
を特定する。
【０２１５】
　なお、実施形態は、Ｓ１５０２の算出結果を利用して特定される路面標示の計算上の絶
対位置に一定以上のレベルで近いものが地図データに含まれる全ての路面標示の絶対位置
の中に存在しない場合は、次のＳ１５０４以降の処理を実施しないという構成も採りうる
。
【０２１６】
　Ｓ１５０４において、車両制御装置４１０は、Ｓ１５０２の算出結果に基づいて特定さ
れる路面標示の計算上の絶対位置および絶対方位と、Ｓ１５０３で特定される路面標示の
正規の絶対位置および絶対方位と、のそれぞれの差分をとる。そして、車両制御装置４１
０は、これらの差分に基づき、Ｓ１５０１で算出される車両Ｖの実位置および実方位の推
定値を補正する。
【０２１７】
　より具体的に、車両制御装置４１０の位置推定部５２４は、まず、次の図２２および図
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２３に示されるような態様で、路面標示の計算上の絶対方位と正規の絶対方位とが一致す
るように、車両Ｖの実方位を補正する。
【０２１８】
　図２２は、実施形態にかかる車両制御装置４１０の位置推定部５２４により実施されう
る車両Ｖの実方位の補正の詳細を説明するための例示的かつ模式的な図である。また、図
２３は、実施形態にかかる車両制御装置４１０の位置推定部５２４により実施されうる車
両Ｖの実方位の補正の詳細を図２２に続いて説明するための例示的かつ模式的な図である
。
【０２１９】
　図２２および図２３において、矩形状の領域Ｒ５０は、車載カメラ４０８の撮像範囲に
対応し、当該矩形状の領域Ｒ５０内の点Ｐ５０および矢印Ｄ５０は、それぞれ、上述した
Ｓ１５０２の算出結果に基づいて特定される路面標示（区画線Ｌ５１）の計算上の絶対位
置および絶対方位に対応する。図２２および図２３においては、簡単化のため、区画線Ｌ
５１およびＬ５２の形状が単純化された状態で表されている。なお、以下の説明は、上述
したＳ１５０３において、区画線Ｌ５１の端部Ｅ５１に対応した点Ｐ５１の正規の絶対位
置と、区画線Ｌ５１の延びる方向に対応した矢印Ｄ５１の正規の絶対方位とが、計算上の
絶対位置および絶対方位との差分をとる対象として地図データから抽出されたことを前提
とする。
【０２２０】
　図２２および図２３に示されるように、車両制御装置４１０の位置推定部５２４は、ま
ず、区画線Ｌ５１の計算上の絶対方位を表す矢印Ｄ５０の傾きが、区画線Ｌ５１の正規の
絶対方位を表す矢印Ｄ５１の傾きに一致するように、両者の差分（傾きの違いを表す角度
）に基づいて、車両Ｖの中心Ｃ５０周りの回転変換（矢印Ａ５１参照）を実施する。これ
により、方位の整合性の観点から、区画線Ｌ５１の計算上の絶対位置を表す点Ｐ５０の座
標と、区画線Ｌ５１の計算上の絶対方位を表す矢印Ｄ５０の値と、が適切に補正されると
ともに、車両Ｖの実方位も適切に補正される。
【０２２１】
　そして、車両Ｖの実方位の補正が完了すると、車両制御装置４１０の位置推定部５２４
は、次の図２４に示されるような態様で、路面標示の計算上の絶対位置を正規の絶対位置
に合わせるように、車両Ｖの実位置を補正する。
【０２２２】
　図２４は、実施形態にかかる車両制御装置４１０の位置推定部５２４により実施されう
る車両Ｖの現在位置の補正の詳細を説明するための例示的かつ模式的な図である。なお、
図２４に示される例は、図２３に示される例の状況や符号などをそのまま引き継いでいる
。
【０２２３】
　図２４に示されるように、車両制御装置４１０の位置推定部５２４は、図２３に示され
るような回転変換を実施した後に、区画線Ｌ５１の計算上の絶対位置を表す点Ｐ５０の座
標が、区画線Ｌ５１の正規の絶対位置を表す点Ｐ５０の座標に一致するように、両者の差
分（２点間の距離）に基づいて、車両Ｖの中心Ｃ５０の平行移動（矢印Ａ５２参照）を実
施する。これにより、位置の整合性の観点から、区画線Ｌ５１の計算上の絶対位置を表す
点Ｐ５０の座標が適切に補正されるとともに、車両Ｖの実方位が適切に補正される。
【０２２４】
　このように、実施形態にかかる車両制御装置４１０の位置推定部５２４は、路面標示の
計算上の絶対方位および正規の絶対方位の差分に基づく車両Ｖの実方位の補正を実施した
上で、路面標示の計算上の絶対位置および正規の絶対位置の差分に基づく車両Ｖの実位置
の補正を実施しうる。
【０２２５】
　図１５に戻り、Ｓ１５０４の補正が完了すると、Ｓ１５０５において、車両制御装置４
１０は、補正後の実位置および実方位を、車両Ｖの正規の実位置および実方位としてそれ
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ぞれ推定する。実施形態では、このＳ１５０５の推定結果に基づいて、車両Ｖの自動走行
時に必要となる各種のパラメータ（車速や舵角、進行方向など）の設定が行われる。
【０２２６】
　以上説明したように、実施形態にかかる車両制御装置４１０は、駐車場Ｐ内における自
動走行を実現するように車両Ｖの走行状態を制御する走行制御部５２３を有している。ま
た、車両制御装置４１０は、駐車場Ｐの路面に設置された路面標示の絶対方位を含む絶対
位置を特定可能な駐車場データを取得する通信制御部５２１と、車載カメラ４０８によっ
て得られる画像データを取得するセンサデータ取得部５２２と、自動走行の実施中に、画
像データから路面標示に関する路面標示データを検出することで、画像データ上における
車両Ｖに対する路面標示の相対方位を含む相対位置を算出し、算出した相対位置と、駐車
場データと、に基づいて、車両Ｖの実方位を含む実位置を推定する位置推定部５２４と、
を有している。
【０２２７】
　実施形態によれば、上記の構成に基づいて、画像データに基づいて算出される相対位置
を利用して特定される計算上の路面標示の位置（および方位）と、駐車場データに基づい
て特定される路面標示の正規の絶対位置（および絶対方位）と、のずれを考慮して、自動
走行中における車両Ｖの現在位置（実方位を含む実位置）を正確に把握することができる
。
【０２２８】
　なお、実施形態において、位置推定部５２４は、車両Ｖの左側方および右側方のうち一
方の状況を表す画像データであるサイド画像データから路面標示データを検出することで
、車両Ｖの左側方および右側方のうち一方に存在する路面標示の相対位置（相対方位を含
む）を算出しうる。この構成によれば、路面標示が写り込みやすいサイド画像データを利
用して、路面標示の相対位置（相対方位を含む）を容易に算出することができる。
【０２２９】
　また、実施形態において、通信制御部５２１は、駐車場データとして、駐車場Ｐ内に予
め設けられた駐車領域Ｒの境界を示す路面標示である区画線Ｌの絶対位置を特定可能な区
画線データを取得し、位置推定部５２４は、画像データ上における区画線Ｌの端部Ｅの位
置と当該区画線Ｌの向きとを路面標示データとして検出することで、区画線Ｌの相対位置
（相対方位を含む）を算出し、算出した相対位置と、区画線データと、に基づいて、車両
Ｖの実位置（実方位を含む）を推定しうる。この構成によれば、駐車領域Ｒの境界を示す
路面標示として一般的に設けられている区画線Ｌを利用して、車両Ｖの実位置を容易に推
定することができる。
【０２３０】
　区画線Ｌを利用する上記のような構成において、位置推定部５２４は、画像データ上に
おける区画線Ｌのうち、当該区画線Ｌによって開口部（車両Ｖの出入口）を持つように区
画された駐車領域Ｒの開口部側の端部Ｅの位置と、当該端部Ｅを含んだ区画線Ｌの延びる
方向（駐車領域Ｒの長手方向）とを、路面標示データとして検出する。この構成によれば
、区画線Ｌのうち駐車領域Ｒの開口部側の端部Ｅの位置と当該端部Ｅを含んだ区画線Ｌの
延びる方向とを利用して、車両Ｖの実方位および実位置を容易に推定することができる。
【０２３１】
　また、区画線Ｌを利用する上記のような構成において、位置推定部５２４は、画像デー
タ上における区画線Ｌの端部Ｅの中心点の位置と、当該端部Ｅを含んだ区画線Ｌの延びる
方向の一部（駐車領域Ｒの長手方向）とを、路面標示データとして検出する。この構成に
よれば、区画線Ｌの端部Ｅの中心点の位置と当該端部Ｅを含んだ区画線Ｌの延びる方向と
を利用して、車両Ｖの実方位および実位置を容易に推定することができる。
【０２３２】
　また、実施形態において、通信制御部５２１は、駐車場データとして、自動走行中の車
両Ｖの走行経路の周辺に予め設けられた路面標示である、第１線分を含む第１マーカ（た
とえば図９に示されるような線分ＬＳ９１およびＬＳ９２を含むマーカＭ９１およびＭ９
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２）の絶対位置（絶対方位を含む）を特定可能なマーカデータを取得しうる。そして、位
置推定部５２４は、画像データ上における第１マーカの位置と当該第１マーカに含まれる
第１線分の向きとを路面標示データとして検出することで、車両Ｖに対する第１マーカの
相対位置（相対方位を含む）を算出し、算出した相対位置と、第１マーカデータと、に基
づいて、車両Ｖの実位置（実方位）を推定しうる。この構成によれば、第１マーカを利用
して、車両Ｖの実位置を容易に推定することができる。
【０２３３】
　また、実施形態において、通信制御部５２１は、駐車場データとして、駐車場Ｐ内に予
め設けられた区画線Ｌの絶対位置を特定可能な区画線データと、区画線Ｌの周辺の領域で
あって、自動走行中の車両Ｖの旋回経路の内側の領域に設けられる路面標示である、第２
線分を含む第２マーカ（たとえば図１０に示されるような線分ＬＳ１０１～ＬＳ１０３を
含むマーカＭ１０１～Ｍ１０３）の絶対位置を特定可能なマーカデータと、を取得しうる
。そして、位置推定部５２４は、車両Ｖの旋回時に、車両Ｖの旋回の内側の状況を表す画
像データである内側画像データから区画線Ｌおよび第２マーカに関するデータを路面標示
データとして検出することで、車両Ｖの旋回の内側に存在する区画線Ｌおよび第２マーカ
の相対位置を算出し、算出した相対位置と、区画線データおよび第２マーカデータと、に
基づいて、車両Ｖの実位置を推定しうる。この構成によれば、区画線Ｌと第２マーカとを
利用して、旋回時における車両の実位置を精度良く推定することができる。
【０２３４】
　また、実施形態において、位置推定部５２４は、まず、画像データ上の第１座標系（た
とえば画像データの中心を原点とした座標系）における路面標示の方位および位置を示す
第１の値を路面標示データとして検出する（図１１および図２０参照）。そして、位置推
定部５２４は、第１座標系における第１の値を車載カメラ４０８に対応した第２座標系（
たとえば車載カメラ４０８の中心を原点とした座標系）における第２の値に変換する（図
１２および図２１参照）。そして、位置推定部５２４は、第２座標系における第２の値を
車両Ｖに対応した第３座標系（たとえば車両Ｖの中心を原点とした座標系）における第３
の値に変換することで、当該第３の値を、車両Ｖに対する路面標示の相対方位および相対
位置として算出する（図１２および図２１参照）。この構成によれば、座標変換により、
車両Ｖに対する路面標示の相対方位および相対位置を容易に算出することができる。
【０２３５】
　また、実施形態において、位置推定部５２４は、車両Ｖの実方位および実位置の前回の
推定結果と、オドメトリに基づく車両Ｖの実方位および実位置の変化量と、に基づく車両
Ｖの実方位および実位置の推定値と、路面標示の相対方位および相対位置と、に基づいて
、路面標示の計算上の絶対方位および絶対位置を算出する。そして、位置推定部５２４は
、計算上の絶対位置の周辺に対応した部分データを駐車場データから抽出し、計算上の絶
対位置と、部分データに基づく絶対方位および絶対位置と、の差分に基づいて、車両Ｖの
実方位および実位置の推定値を補正し、補正結果に基づいて、車両Ｖの実方位および実位
置を推定する。この構成によれば、駐車場データの全てを利用することなく、部分データ
を利用して、車両Ｖの実方位および実位置を容易に推定することができる。
【０２３６】
　この場合において、位置推定部５２４は、計算上の絶対方位と部分データに基づく絶対
方位とが一致するように実方位の推定値を補正した後に、計算上の絶対位置と部分データ
に基づく絶対位置とが一致するように実位置の推定値を補正する。この構成によれば、車
両Ｖの実方位および実位置の推定値を段階的に容易に補正することができる。
【０２３７】
　また、実施形態において、通信制御部５２１は、複数の路面標示のそれぞれの絶対位置
に関する情報を含む駐車場データを取得しうる。そして、位置推定部５２４は、自動走行
の実施中に、画像データから複数の路面標示のうち少なくとも２つの路面標示に関する路
面標示データを検出することで、画像データ上における車両Ｖに対する少なくとも２つの
路面標示の相対位置のみ（相対方位を含まず）を算出し、算出した相対位置と、駐車場デ
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ータと、に基づいて、車両Ｖの実方位を含む実位置を推定しうる。この構成によれば、画
像データに基づいて算出される相対位置を利用して特定される少なくとも２つの路面標示
の計算上の路面標示の位置（およびそれらの位置関係）と、駐車場データに基づいて特定
される当該少なくとも２つの路面標示の（正規の）絶対位置（およびそれらの位置関係）
と、のずれを考慮して、各路面標示の相対方位を考慮することなく、自動走行中における
車両の現在位置（実方位を含む実位置）を正確に把握することができる。
【０２３８】
　なお、複数の路面標示の相対位置のみを算出する上記の構成において、位置推定部５１
２は、左サイド画像データから少なくとも１つの第１路面標示の第１位置（たとえば図７
に示される区画線Ｌ７２の端部Ｅ７２の位置）を路面標示データとして検出するとともに
、右サイド画像データから少なくとも１つの第２路面標示の第２位置（たとえば図７に示
される区画線Ｌ７６の端部Ｅ７６の位置）を路面標示データとして検出することで、第１
路面標示および第２路面標示の相対位置を算出しうる。この構成によれば、異なる２種類
の画像（左サイド画像データおよび右サイド画像データ）を利用して、少なくとも２つの
路面標示の相対位置を精度良く算出することができる。
【０２３９】
　また、複数の路面標示の相対位置のみを算出する上記の構成において、位置推定部５２
４は、１つのサイド画像データから少なくとも２つの路面標示のそれぞれの位置（たとえ
ば図８に示される区画線Ｌ８１およびＬ８２の端部Ｅ８１およびＥ８２の位置）を路面標
示データとして検出することで、車両Ｖの左側方および右側方のうち一方に存在する少な
くとも２つの路面標示の相対位置を算出する。この構成によれば、１種類の画像（サイド
画像データ）のみを利用して、少なくとも２つの路面標示の相対位置を容易に算出するこ
とができる。
【０２４０】
　この場合において、位置推定部５２４は、画像データ上における少なくとも２つの区画
線Ｌのうち、各区画線Ｌによって開口部（車両Ｖの出入口）を持つように区画された駐車
領域の開口部側の端部Ｅの位置を路面標示データとして検出する。この構成によれば、少
なくとも２つの区画線Ｌのうち駐車領域Ｒの開口部側の端部Ｅの位置を利用して、車両Ｖ
の実位置を容易に推定することができる。
【０２４１】
　また、この構成において、位置推定部５２４は、画像データ上における少なくとも２つ
の区画線Ｌの端部Ｅの中心点の位置を路面標示データとして検出する。この構成によれば
、少なくとも２つの区画線Ｌの端部Ｅの中心点の位置を利用して、車両Ｖの実位置を容易
に推定することができる。
【０２４２】
　また、複数の路面標示の相対位置のみを算出する上記の構成において、通信制御部５２
１は、駐車場データとして、複数の区画線Ｌの端部Ｅの絶対位置を特定可能な区画線デー
タと、複数のマーカＭの絶対位置を特定可能なマーカデータと、を取得しうる。そして、
位置推定部５２４は、複数の区画線Ｌのうち少なくとも２つか、複数のマーカＭのうち少
なくとも２つか、または、複数の区画線Ｌおよび複数のマーカＭのうち少なくとも１つず
つに関する路面標示データを検出することで、車両Ｖの実位置を推定しうる。この構成に
よれば、複数の区画線Ｌおよび複数のマーカＭのうち任意の２つ以上の組み合わせに基づ
いて、車両Ｖの実位置を容易に推定することができる。
【０２４３】
　また、複数の路面標示の相対位置のみを算出する上記の構成において、位置推定部５２
４は、まず、画像データ上の第１座標系（たとえば画像データの中心を原点とした座標系
）における少なくとも２つの路面標示の位置を示す第１の値を路面標示データとして検出
しうる（図１３参照）。そして、位置推定部５２４は、第１座標系における第１の値を車
載カメラ４０８に対応した第２座標系（たとえば車載カメラ４０８の中心を原点とした座
標系）における第２の値に変換しうる（図１４参照）。そして、位置推定部５２４は、第
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とした座標系）における第３の値に変換することで、当該第３の値を、車両Ｖに対する少
なくとも２つの路面標示の相対位置として算出する（図１４参照）。この構成によれば、
座標変換により、車両Ｖに対する少なくとも２つの路面標示の相対位置を容易に算出する
ことができる。
【０２４４】
　また、上述した他の一例としての車両位置推定装置において、位置推定部５２４は、車
両Ｖの実位置の前回の推定結果と、オドメトリに基づく車両Ｖの実位置の変化量と、に基
づく車両Ｖの実位置の推定値と、少なくとも２つの路面標示の相対位置と、に基づいて、
少なくとも２つの路面標示の計算上の絶対位置を算出しうる。そして、位置推定部５２４
は、計算上の絶対位置の周辺に対応した部分データを駐車場データから抽出し、計算上の
絶対位置と、絶対位置と、の差分に基づいて、車両Ｖの実位置の推定値を補正し、補正結
果に基づいて、車両Ｖの実位置を推定しうる。この構成によれば、駐車場データの全てを
利用することなく、部分データを利用して、車両Ｖの実位置を容易に推定することができ
る。
【０２４５】
　なお、上述した実施形態では、本発明の技術が自動バレー駐車システムに適用される場
合を例示した。しかしながら、本発明の技術は、駐車場内に適切な路面標示が設置され、
当該路面標示の絶対位置に関するデータを取得可能な駐車システムであれば、自動バレー
駐車システム以外の駐車システムにも適用可能である。
【０２４６】
　また、上述した実施形態では、駐車場データ取得部としてのセンサデータ取得部と、画
像データ取得部としてのセンサデータ取得部と、位置推定部と、に加えて、走行制御部を
備えた車両制御装置が車両位置推定装置として設けられた構成を例示した。しかしながら
、実施形態では、少なくとも上記のような駐車場データ取得部と画像データ取得部と位置
推定部とを備えた装置であれば、走行制御部を備えていない、車両制御装置とは別の装置
が、車両位置推定装置として設けられてもよい。
【０２４７】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、上述した実施形態はあくまで一例であって、発
明の範囲を限定することは意図していない。上述した新規な実施形態は、様々な形態で実
施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変
更を行うことができる。上述した実施形態およびその変形は、発明の範囲や要旨に含まれ
るとともに、請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０２４８】
　４０８　車載カメラ
　４１０　車両制御装置（車両位置推定装置）
　５２１　通信制御部（駐車場データ取得部）
　５２２　センサデータ取得部（画像データ取得部）
　５２３　走行制御部
　５２４　位置推定部
　Ｅ、Ｅ１、Ｅ１１，Ｅ１２、Ｅ２１、Ｅ５１、Ｅ６２、Ｅ７２、Ｅ７６、Ｅ８１、Ｅ８
２　端部
　Ｌ、Ｌ１、Ｌ１１、Ｌ１２、Ｌ２１、Ｌ５１、Ｌ５２、Ｌ６１～Ｌ６３、Ｌ７１～Ｌ７
６、Ｌ８１～Ｌ８３、Ｌ９１～Ｌ９３、Ｌ１０１、Ｌ１０２　区画線
　Ｍ、Ｍ９１、Ｍ９２、Ｍ１０１～Ｍ１０３　マーカ
　Ｐ　駐車場
　Ｒ　駐車領域
　Ｖ　車両
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